
令和 4 年度  第 1 回 

理 事 会              
                日時 令和 4 年 4 月 7 日（木）  
                   15 時 00 分～  
                場所 2 階大ホール  
 

会 長 挨 拶      

 
 
 
 
   協 議 事 項         

１ 第 75 回埼玉県医師会創立記念表彰式の日程（案）について  
桃木常任理事           

日時：令和 4 年 11 月 17 日（木）15：00 
    場所：埼玉県県民健康センター  2 階  大ホール  
 
 
２ 令和 4 年度埼玉県幹部職員と埼玉県医師会関連団体及び郡市医師会  

との懇談会並びに埼玉県医師会会員受賞祝賀会の日程（案）について  
桃木常任理事  

日時：令和 4 年 12 月 15 日（木）18：00 
    場所：浦和ロイヤルパインズホテル  21 階  スカイバンケット  

 
 

３ 令和 4 年 9 月～12 月の役員会等の日程（案）について  
桃木常任理事  

 
 
 ４ 会長・副会長・常任理事・理事協議事項について  
 
 
 



   報 告 事 項         
 １ 第 150 回日医臨時代議員会の結果について 

  金井会長                 
     日時：令和 4 年 3 月 27 日（日）9:30～  
     場所：WEB 開催  
 
 ２ 郡市医師会別医師会員数（4 月 1 日現在）ならびに会員異動（3 月分）

について 

  桃木常任理事  
 
 

３ 医療事故調査制度の相談事案（令和 4 年 2 月分）について  
  松本常任理事                    
    ※件数 0 件  

 
 

４ 医療事故紛争解決事例（令和 4 年 2 月分）について  
  松本常任理事                    
  滝澤理事  
    ※件数 1 件  

 
 
 ５ 第 34 回医業経営セミナーの開催について  
  登坂常任理事                      
     日時：令和 4 年 5 月 21 日（土）15:00～17:00 
     場所：WEB 開催  
 
 
 ６ 令和 3 年度情報システム委員会 WEB セミナーの結果について  
  小室常任理事                      
  飯嶋理事  
     日時：令和 4 年 3 月 3 日（土）18:00～19:50 
     場所：WEB 開催  

（配信場所：埼玉県県民健康センター  1 階  大会議室 B）  



 ７ 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について  
 
 
 
 
 
   そ の 他         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載）  

１ 医療事故調査・支援センター2021 年年報の公表について（22 枚）  
 松本常任理事                    県保健医療部  
 
２ 「使用上の注意」の改訂について（6 枚）  
 丸木常任理事                        日医  
 
３ 原子力規制委員会「放射線障害予防規定に定めるべき事項に関するガ

イド」について（44 枚）  
 丸木常任理事                        日医  
 
４ コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2）に係る「使

用上の注意」の改訂について  
（4 枚）  

 丸木常任理事                        日医  



 

 

 

 

第 75 回埼玉県医師会創立記念表彰式の日程（案）について 

 

  日時：令和 4 年 11 月 17 日（木）15：00 

  場所：県民健康センター2 階大ホール 

 

桃木常任



 

 

 

令和４年度 

埼玉県幹部職員と埼玉県医師会関連団体及び郡市医師会との懇談会

並びに埼玉県医師会会員受賞祝賀会の日程（案）について 

 

  日時：令和４年１２月１５日（木）１８:００ 

  場所：ロイヤルパインズホテル浦和 

     21 階スカイバンケット 

 

桃木常任



理事用 

令和４年９月～１２月の役員会等日程について（案） 
【 】内は開催場所 

 
    ９月 １日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
             理事会   15：00【県医師会】 
       ８日（木） 常任理事会（持廻り） 
      １５日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
      ２２日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
             郡市医師会長会議 15：00【県医師会】 
      ２９日（木） 休会 
 
 

１０月６日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
             理事会   15：00【県医師会】  
      １３日（木） 常任理事会（持廻り） 
      ２０日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
      ２７日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
             郡市医師会長会議 15：00【県医師会】 
 
 

１１月３日（木） 文化の日（祝日） 
  １０日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 

              理事会    15：00【県医師会】 
１７日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 

※第 75 回創立記念表彰式 15：00【大ホール】 
２４日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
２６日（土）・２７日（日） 移動郡市会長会議【未定】 

 
 

１２月１日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
             理事会    15：00【県医師会】 

８日（木） 常任理事会（持廻り） 
１５日（木） 常任理事会 14：30【県医師会】 

郡市医師会長会議 16：00【県医師会】 
※埼玉県幹部職員と埼玉県医師会関連団体、郡市医師会長との懇親会 
並びに埼玉県医師会会員受賞祝賀会 18：00【ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞﾎﾃﾙ浦和】 

２２日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 

 

桃木常任



第15 0回日本医師会臨時代議員会次第

  日時令和4年3月27日（日）午前9時30分

場所 日本医師会館

東京都文京区本駒込2丁目2 8番16号

(テレビ会議システムにより開催）

1.開 会

1.会長挨拶

1.報 告

令和4年度日本医師会事業計画及び予算の件

1.議 事

第1号議案令和3年度日本医師会会費減免申請の件

第2号議案日本医師会定款・諸規程一部改正の件

第3号議案医の倫理綱領一部改定の件

1.閉 会
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金井会長



日医発第9 8 9号（総14 8)

令和4年3月27日

都道府県医師会長殿

公益社団法人日本医師会

会長中川俊男

(公印省略）

第15 0回日本医師会臨時代議員会における議決事項について

本日開催いたしました標記代議員会において、議事として上程いたしました下記の

提出議案につきましては、いずれも原案どおり承認、可決決定されましたので、ご通

知申し上げます。

記

第1号議案令和3年度日本医師会会費減免申請の件

第2号議案日本医師会定款・諸規程一部改正の件

第3号議案医の倫理綱領一部改定の件
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https://mf.jiho.jp/

弊社の許諾なしに、転送・転載、複写そのほかの複製、翻訳、およびデータの使用は固くお断りいたします©2022じほう

I中川会長、賴へ事実上のi鵬月「新たな決意で勤でいく』
日本医師会の中川俊男会長は27日に開かれた臨時代議員会の最後の挨拶で「現執行部の

残り3力月の任期を全力疾走で全うする」と述べた上で、「私個人としては、ウィズコロナ

からポストコロナ時代の医療の在り方を日医として政府に提言するという重大な使命を負

っていると認識している。新たな決意を持って全国の医師会の先生方と議論を深めつつ、

共に進んでいきたいと思っている」とし、事実上、次期会長選への立候補を表明した。

・「有事に対する危機管理を問われる2年間だった」

中川会長は臨時代議員会の冒頭挨拶で、これまでの2年間を振り返り、「日医役員14年

の経験を糧に会務に邁進してきたが、苦難も多く、横倉名誉会長をはじめ多くの諸先輩

方のご指導で、何とか今日まで来ることができた」と感謝の言葉を述べた。新型コロナ

ウイルス感染症やロシアによるウクライナへの軍事侵攻、福島県沖を震源とする地震な

どに触れ、「この2年間ほど人々の生命の重さを、そしてそれを支える医療の重みを思わ

なかった日はない。有事に対する危機管理を問われる2年間だった」と述べた。

・プラス改定「次につなげなければという強い覚悟」

本体プラス〇. 43%の改定率となった2022年度診療報酬改定については、厳しい国家

財政の中、プラス改定になったことを評価した上で「日本の医療が今後、立ち行かな

くなるほどの危機に見舞われている現状に鑑みれば、このたびの診療報酬改定で一区

切りということではもちろんない」と強調した。「今後もゆるむことなく財源を確保

する責務を負っていかなければならないと気を引き締めている」と述べ、「次の診療

報酬改定をプラス改定につなげていけるものになったと考える。また、絶対次につな

げていかなければならないと強い覚悟を持っている」と決意を示した。

政治との関わりについては会長挨拶に関する関連質問の答弁で、今後も自民党を徹

底的に応援するとした上で、「一貫した姿勢は変わらない」と方針を示した。直近の

最大の課題は、組織内候補である自見英子氏の次期参院選での当選とその得票数であ

ると強調し、会貝に協力を呼び掛けた。

新型コロナに対しては、これまでの会員の協力に感謝の意を示した上で、新たな変

異株が確認されていることなどを挙げて「コロナとの闘いはこれからも続く。最終的

な終息に向けて、みんなで粘り強く勝ち抜きましょう」と呼び掛けた。「日医はゆる

むことなく、コロナとの闘いを続ける」と表明した。

中川会長は20年6月の役員改選で現職副会長として会長選に立候補。横倉義武氏と

の選挙戦の末、初当選を飾った。

1 / 15 《無断複写（転載・転送）禁止》
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I「薬剤師の医学醐断、介入余地なし」 リフィ脇方で中川会長
日本医師会の中川俊男会長は27日の臨時代議員会で、2022年度診療報酬改定での導

入が決まったリフィル処方について「医師の判断で処方し、健康観察も医学管理も医

師が行う。薬剤師はこれまで通り医師の処方に基づいた調剤を行う。薬剤師の医学的

判断が介入する余地はない」と見解を示した。「処方から投薬に至るまで責任は医師

にある。りフィル処方ではむしろ医師の説明責任が増えるため、慎重に判断していた

だきたい」と呼び掛けた。保険者が推奨する可能性についても「中医協で厳しく対応

する」と答えた。久保田公宜代議員（岩手）の関連質問への答弁。

城守国斗常任理事は関連質問への回答で「リフィル処方箋を入れると再診が減ると

いう事実は現時点でない」と述べた。リフィル処方箋を処方する判断をするのは医師

だとあらためて強調し、現在と同じ医学管理の考え方で算定すれば、再診料が減るこ

とはないと理解を求めた。

22年度診療報酬改定の改定率や内容の決定プロセスなどにも質問が集まった。

小玉弘之代議員（秋田）は、中川会長が改定率を率直に評価するとした根拠を質問

した。中川会長は「医師会の団結力がプラス改定を呼び寄せたというのが評価の根拠

だ」と説明し、会員の協力に感謝を述べた。

春リフィル導入巡る一部報道、「そんな事実はない」

茂松茂人代議員（大阪）はリフィル処方箋に対して懸念を表明。リフィル処方箋の導入

は改定率との交換条件だったとの一部報道もあるとし、真偽をただした。併せて、日医の

中医協委員の在り方にも言及した。中川会長は交換条件について「全くそんな事実はない」

と明言。中医協の在り方が形骸化しているという指摘には「中医協を元の権威あるものに、

最終的には全て中医協が決定するという方向性に戻したい」との認識を示した。

柵木充明代議員（愛知）は使途が決まっている分を除いた上で、リフィル処方箋導

入などによるマイナス要因を考慮すればマイナス改定ではないかと指摘した。松本吉

郎常任理事は「全体の改定率は過去4回と比べて遜色ない数字だ」と回答し、全国の

医師会の協力を得て、当初の厳しい状況を覆して獲得した改定率だと評価した。

岩崎泰政代議員（広島）は診療報酬でオンライン診療の割合を「1割以下」とする

要件が撤廃されたことに懸念を示し、対応を尋ねた。城守常任理事はオンライン診療

を実施している医療機関の診療内容を詳細に把握すると回答。自医療機関と違う地域

の患者へのオンライン診療の件数などについて報告を求める考えを示した。

鈴木邦彦代議員（茨城）は看護職員の処遇改善の対象病院が限定されたため、病院ご

との分断を生みかねない状況だと懸念を示した。松本常任理事は診療報酬の配分や算定

要件、賃金の支払い方法などを課題に挙げ、多くの問題を解決する必要があるとした。
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I「厳しt棚i乗り猷、次のプラス獅こつな|灯いける」韻雜g旨
Web形式ではあるが、フルバージョンで日医代議員会を開催できる運びとなった。

全国の都道府県医と全ての日医代議員に感謝したい。現執行部を選任、選定していた

だいてから2年近くがたった。日医役員14年の経験を糧に会務に邁進してきたが苦難

も多く、、横倉名誉会長をはじめ、多くの諸先輩方のご指導でなんとか今日まで来るこ

とができた。厚く御礼を申し上げたい。

・医療計画、新興感染症加えた「5疾病6事業を実現」

新型コロナとの闘いだが、この2年間さまざまな出来事があった。あらためてあら

わになったことは、わが国の新興感染症に対する備えが手薄であったことだ。どこで

検査を受けるのか、マスクや防護服をはじめとする医療物資、医療器材がどこにどの

くらい備蓄されているのか、重症者から軽症、無症状者までの患者を、どの医療機関

で対応するのか、まったく白紙の状態だった。医療従事者の献身的な働きで耐えてき

たが、有事に対応する医療を構築する必要がある。

そこで私は、都道府県医療計画の5疾病5事業に、新興感染症対策を加えることを国

に提案し、医療法改正により、5疾病6事業に変えることを実現した。本来、2023年度

に策定することになっていた第8次都道府県医療計画のうち、新興感染症対策は、コ

ロナの保健・医療提供体制確保計画をブラッシュアップ、発展させていく中で、前倒

ししていく。医療計画では、平時に新興感染症が侵入してきた際の具体的な対応策を

決めておく。例えば、医療物資の備蓄、コロナ病床の確保、人材の派遣などを平時か

ら定め、毎年更新することを強く要求している。

春コロナ対応での現場批判、「ミスリード」

また、新型コロナが拡大に向かっていた頃、「日本は諸外国に比べ病床数が多いの

に、なぜ、医療が逼迫するのか」といった、あたかも医療現場の対応が十分ではない

かのような批判があった。しかしこれはミスリードだ。例えば人口100万人当たりの

新型コロナによる死者数は、3月24日現在でG7諸国では英国が2410人、フランスが

2098人、ドイツが1519人、米国が2931人であるのに対し、日本は一桁少ない218人だ。

また、新規感染者が最大になった時に、新規感染者数に対してどれだけ入院できるか

の指標で見ると、日本は英国やフランスの約3倍、米国の1.5倍だ。

新型コロナの爆発的な拡大の中で、通常の医療を制限してでもコロナ医療を優先さ

せるべきとの考えも根強く広がったが、日医は一貫してコロナ医療と、コロナ以外の

通常医療を両立しなければならないと主張してきた。今後もこの方針に変更はない。

命の重さは、どちらの医療も同じだからだ。

新型コロナウイルスワクチンは世界の予測を上回る速さで開発された。昨年2月、

医療従事者のワクチン接種が始まった時、私は、この闘いを、守りから攻めに転じる

  3 /15 《無断複写（転載・転送）禁止》

5/47



JL / U り1 1 / i 7   一販ti uj 八研エ麻|a: bin云市芯拐味w *r

9999 99

    2 0 2 2年一3月28日月曜日 ゾディコァワス一8一7一0 6 号-2一
ことができる、みんなで頑張ろうと呼び掛けた。当時、菅総理は1日100万回接種を目

指す方針を示した。これに応え、全国の医師会が底力を発揮され、最大で1日170万回

の接種が実現した。全国の医師会、先生方に敬意を表する。

・改定財源、「ゆるむことなく確保する責務を負う」

22年度診療報酬改定の改定率は本体プラス0. 43%で、直近4回の改定における平均値の

プラス0.42%と同じ水準だ。改定率が決定した際、「必ずしも満足するものではないが、

厳しい国家財政の中、プラス改定になったことについて、率直に評価をしたい」と申し上

げた。これは、医療提供体制が逼迫する中、全国の医師会の先生方が地元選出の国会議員

に、医療現場の実態について理解を賜る精力的な活動をしていただいたこと、国会議員の

先生方がそれをしっかり受け止めてくれたことに対する感謝の意を込めてのことだ。

しかしながら、日本の医療が今後立ち行かなくなるほどの危機に見舞われている現状

を鑑みれば、このたびの改定でひと区切りということではもちろんない。今後もゆるむ

ことなく、財源を確保する責務を負っていかなければならないと気を引き締めている。

振り返れば、改定前の9月には自民党総裁選、10月には衆院総選挙があった。その

後、短期決戦で集中的に診療報酬改定率が決まる22年度の予算編成に臨むことになっ

た。新型コロナの影響で経済が冷え込んだ中で、財政当局は当然のごとく、マイナス

改定を求めてきた。しかし、コロナ禍にあってこそ、医療が国民の安全と安心を支え

るのだという強い思いから、財務省が「躊躇なくマイナス改定」すべきと述べたこと

に対し、日医は「躊躇なくプラス改定」を行うことを要請した。

政治的なこともあり、申し上げられない部分もあるが、岸田総理にも医療現場の現

状と痛切な声をご理解いただき、当局と水面下で激しい応酬が行われた。その後、当

初、大幅なマイナス改定を主張していた財務省がプラスマイナスゼロまで後退した時

期を経て、厚生労働関係国会議員、厚生労働省、日医の必死の押し戻しの末、最終的

には本体プラス〇. 43%を確保した。

この過程では、自民党の議員連盟である「国民医療を守る議員の会」の加藤勝信会

長から、岸田総理に不妊治療の保険適用や、看護職員の賃上げに要する費用とは別に、

診療報酬のプラス改定が必要だとする提言が行われたことも大きく寄与した。最終的

には岸田総理の英断によるものと高く評価し、感謝している。

今回の改定率は、不妊治療や看護職員の処遇改善が含まれるとはいえ、これを除く、

いわゆる真水でもプラスを維持した。厳しい攻防を乗り越えてことに至ったことを思

えば、次の診療報酬改定をプラス改定につなげていけるものになったと考えている。

また、絶対に次につなげていかなければならないという強い覚悟を持っている。

・オンライン診療、「対面診療と適切に組み合わせて行うべき」

今改定のうち、オンライン診療とリフイル処方について代表質問を頂いている。オンラ

イン診療については、診療報酬点数が中医協の公益裁定となった。公益委員がまとめられ
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た結論の中で、従来、日医が主張してきた通り、「オンライン診療では対面診療との比較

において、触診・打診・聴診等が実施できない」と述べられている。また「対面診療を提

供できる体制を有すること」が算定要件の一つになっている。3医はオンライン診療は、

対面診療と適切に組み合わせて行うべきという考えを強く維持している。その上で、離

島・へき地や在宅医療など、外来へのアクセスが困難な患者に対し、心あるかかりつけ医

が診療を行う助けとして必要とされるのであれば、しっかりとサポートしていきたい。

・リフィル処方、「連携できる薬局薬剤師との信頼関係の下でのみ」

リフィル処方については、厚労相と財務相の合意文書で、「医師の処方により」「医

師および薬剤師の適切な連携の下」で行うものであることが明記された点が非常に重

要だ。かかりつけ医と患者、さらには適切な連携を図ることができる薬局薬剤師との

信頼関係の下でのみ行われる。

最後になるが、この2年間、新型コロナ対策のために3医の会議は、Web主体での開

催を余儀なくされてきた。今後は議論の活性化のためにもハイブリッド、さらに対面

の会議を、感染防止対策を講じた上で、最大限増やしたい。同時に対面の会議と、才

ンライン会議の適切な組み合わせによる議論の活性化を模索していきたい。

  I役雛縮のfflナ出、3週間前まで晒の定款・諸規馘正
日本医師会は27日の臨時代議員会で、定款・諸規定の一部を改正した。役員候補者

の届け出は、これまで会員10人以上50人以内の推薦が必要で、選任期日の10日前まで

に文書で届け出なければならないとしていたが、これを10人以上15人以内の推薦に変

更し、3週間前までに文書で届け出なければならないと改正した。

代議員会の議長、副議長の選定については、役員の選任に関する規定を準用すると

改めた。これまでは当日の立候補も可能だったが、事前に届け出が必要となる。この

ほか、選挙管理委員会は役員の選任期日を30日前までに日医のホームページに掲載し

なければならないと変更した。これまでは20日前までに機関誌に掲載するとしていた。

「医の倫理綱領」を改正し、緩和医療に関する記載を盛り込んだほか、日本医学会

の規則も副会長を3人から4人に変更するなどの改正を行った。

  ・役員選挙「対面以外で行うことは困難」今村副会長

今村聡副会長は、役員改選を伴う定例代議員会への書面決議の導入について「現時

点で導入することは困難と考えている」と見解を示した。無記名投票の秘匿性担保や

再投票・決選投票への対応など運用面の課題が多いと説明した。堤康博代議員（福岡)

の「選挙は従前通りの方法で実施するのか」という質問に対しては「現状では、対面

以外で役員選挙を行うことは非常に困難と理解している」と述べた。
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I適切なオンライン釀で「手引」、近ぐ公表 城守常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】日医は今回の診療報酬改定で、オンライン診療は対面診

療の補完であることから、対面診療の実効性を担保するために、一定時間内の通院や

訪問可能な患者に利用を限定することや、オンライン診療のみを専門に行う医療機関

によって地域医療に悪影響が生じないよう、オンライン診療の実施割合に係る上限設

定を維持すべきだと主張した。点数についても、触診・打診・聴診など、対面診療で

しか実施し得ない診療行為があることなどを踏まえれば、対面診療と同等の評価とす

ることはあり得ないと主張を重ねた。

利便性を優先する支払い側との溝は埋まらず、最終的には公益委員の裁定に委ねる

決着となり、「指針」に準拠した算定要件や施設基準とすべく、医療機関と患者との

間の時間・距離要件や、オンライン診療の実施割合の上限は設定しないこととなった。

点数は、現行のコロナ特例の初診料214点と、対面診療の場合の初診料288点の中間程

度とされ、医学管理料の点数も、同様の考え方で設定された。

しかし、日医の指摘により、中医協の答申書付帯意見に「今回改定による影響の調

査・検証を行い、運用上の課題が把握された場合は速やかに必要な対応を検討する」と

明示されている。今後、オンライン診療が対面診療と適切に組み合わせた上で実施され

るよう注視しつつ、患者の安心・安全が損なわれたり、地域医療の秩序を混乱させるよ

うな事象が生じたりした場合には、期中であっても速やかに診療報酬要件の見直しを要

請したいと考えている。他方、オンライン診療を導入済み、またはこれから導入しよう

としている医師に対し、営利を目的とした者からかかりつけ医と地域医療を守り、必要

に応じて安全かつコストや労力をかけずに実施できるよう、「手引」を作成し近日中に

公表する。オンライン診療が営利追求の市場になることを認めない。心あるかかりつけ

医の先生方の診療の助けになるよう、必要な軌道修正も見据えつつ対応していく。

リフィル処方の導入は、昨年末の予算編成における厚生労働大臣と財務大臣の改定

率折衝で異例の導入となった。中医協できちんとした議論をする場面もなかった点は、

大変残念に思っている。

医師法によって医師にのみ処方権がある。今回の両大臣合意でも、「医師の処方に

より」行うものであることが明示されている。リフィル処方を行う場合も、療担規則

で日数制限がある医薬品は対象外とされ、処方日数もこれまでどおり制限はない。あ

くまでも医師が患者の状態によって判断することになる。現行制度においても投薬日

数は医師の裁量とされており、特定の薬剤を除いて制限はない。しかし、医師は適切

な医学管理を行うため、無制限には処方を行わないのが実情だ。医師が定期的に患者

を診察して医学的管理を行うことが、まさに「安心・安全で質の高い医療」であると

考えている。 【沖中芳彦代議員（山口）の代表質問に対する答弁】
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I独自の宿日直許可なければ「夜間救急の人材確保できず」松本常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】働き方改革で、医師の宿日直許可の取得は大変重要な課題だ。

医師の宿日直は一般業種と異なり、▽救急外来、入院患者対応といった生命に関わる緊

急性の高い業務が一定程度発生する▽応招義務がある▽多くの医療機関が自院の医師だ

けでは対応できず、大学病院等からの応援に依存している一といった特殊性がある。

現状の許可基準のままで、罰則付き時間外労働の上限規制、勤務間インターバル規

制、連続勤務時間制限が導入されると、大学病院からの応援で成り立っている地方の

医療機関では宿日直許可が取れないために、大学病院から医師を引き揚げられ、医療

提供体制を縮小せざるを得なくなる。

こうしたことから18日に、厚生労働相に対し、日医、四病院団体協議会、全国有床

診療所連絡協議会の連名で要望書を提出した。

具体的には、▽宿直時の睡眠時間が十分ではない日が数日であれば宿日直許可を認

めること▽宿日直中に救急等の業務が発生する場合でも一定程度の割合に収まってい

れば宿日直許可を認めること▽ローリスクな分娩が主となる産科医療機関では宿日直

許可を認め、ハイリスク分娩についても月数件であれば宿日直許可を認めること▽宿

日直許可の回数について再検討することや、連続の宿日直の許可を認めること一など

を要望した。コロナ禍で働き方改革に取り組める状況にないため、上限規制の罰則適

用を数年程度、猶予することも求めている。

要望書に対し、後藤茂之厚労相からは「大変な状況であることを再認識した。良質

で安全な医療を国民に提供するためにも、医師の健康も守っていかなければならない。

今後どのような対応ができるかを考えていきたい」との話があった。

医師独自の宿日直許可基準を設けなければ、夜間救急医療における人材の確保はで

きない。厚生労働省には、早急に対応策を提示するように求めている。

勤務医の給与については、宿日直の制限などで大学病院以外の収益が減少すれば、

大学病院の医師のモチベーションが維持できなくなり、離職してしまうことが指摘さ

れている。大学からの人材流出が進めば、地域医療提供体制が維持できなくなるだけ

ではなく、大学病院における診療、研究、教育の質の低下が起きると、厚労省には繰

り返し訴えている。

コロナ対応と働き方改革の準備という極めて大きな2つの課題に、同時進行で取り

組むことは非常に厳しく、現実的ではないことを厚労相に強く訴え、医療崩壊が起こ

る前に、一刻も早く具体的な検討を開始するよう要請している。

【土谷明男代議員（東京）の代表質問に対する答弁】
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I職の役割分担・飜強化で「2次救鰓療の充実を」松本雛醇
【日医代議員会・答弁要旨】新潟県でも、公立・公的に限らず、多くの医療機関が2

次・3次救急医療を担っていると思う。とりわけ2次救急医療機関は、救急患者への医

療対応の重要な担い手であり、支援していかなければならないと強く認識している。

436の具体的対応方針の再検証対象医療機関の中には、コロナ医療、あるいはコロ

ナ以外の救急医療などでも大変重要な役割を果たしている病院があり、日医ではそう

した病院の位置付けを適切に見直すべきだと主張している。また日医は、5疾病5事業

に新興感染症等対策を追加するように提案し、6番目の事業として実現させた。次の

医療計画では、436病院の多くが地域において、新興感染症対策、あるいは救急医療

の拠点として、さらに重要な役割を担っていくことを期待している。

働き方改革における大きな課題の一つに、医師の宿日直許可がある。医療機関から

「なかなか許可が取得できない」という声が上がってきている。宿日直許可の取得は、

救急、特に2次救急の確保の観点で重要だ。

救急医療にも大きく関わるが、地域の医療機能分化と連携が一層求められてきてい

る。時間外労働の上限規制が適用される2024年には、診療報酬・介護報酬同時改定、

第8次医療計画、医療確保計画・介護保険事業計画等の同時スタートが行われる。医

療計画等による各地域の役割分担と連携強化により、2次救急医療体制の充実を図る

  こと力《必要だと考えている。【塚田芳久代議員（新潟）の代表質問に対する答弁】

  I棚との飜、釀翅など「さらに靴」魏常髄事
【日医代議員会・答弁要旨】日医は新型コロナワクチンの追加接種について、18歳以

上の対象者全員ができるだけ早く接種を受けることが重要と考えている。5歳から11

歳の小児の接種については、子どもを新型コロナから守り、大切な教育機会を確保す

るばかりでなく、家族や周囲の人への感染を防ぐ観点からも接種を推奨している。特

に基礎疾患がある人、医療的ケア児の接種を優先すべきだと主張している。

国の審議会では、5歳から11歳の小児の接種について安全性に重大な問題はないと

のデータが示されており、さらなる周知が必要だ。日医は、ワクチン接種を進めるた

めに、可能な限り全ての会員がワクチンの接種に関わっていただきたいと考えている。

緊密な政府との連携については、中川会長をはじめとする役員から事務局に至るまで、

国とそれぞれのルートを活用し、これまでも迅速かつ緊密な情報交換、連携を図ってき

た。国の政策決定の前後に、会長は後藤茂之厚生労働相、内閣官房新型コロナ対策室長、

厚労事務次官などと直接連絡を取り合い、国の各種審議会には担当役員が構成員として

参画し、日医の主張を反映させてきた。引き続き国との直接の交渉や国の検討会での発

  言のさらなる強化に努めていく。【リー啓子代議員（東京）の代表質問に対する答弁】
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感染症対策の齢一、創設を引き続き国に要望 釜落常任醇
【日医代議員会・答弁要旨】新型コロナウイルス感染症の流行対策においては、国立

感染症研究所、国立国際医療研究センターなどの機関を束ね、情報を一元化し、迅速

的確に対処方針を示す権限を有する司令塔が不明確であると認識している。その機能

を担うための「日本版CDC」について、日医はこれまでも創設を国に対して強く要請

してきた。感染症危機管理体制を強化するために、既存の組織を活用するとともに、

法的権限の下にそれらを統括する司令塔組織の創設を引き続き国に強く求めていく。

保健所機能の強化については、新設や常勤職の増員には限りがあると考えられるた

め、いざという時に即戦力となる有能な人材を他業務担当の中にあらかじめ養成、確

保しておき、業務が逼迫した場合に、必要なところに迅速に派遣し、支援できる体制

を組むことが現実的であると考える。

情報発信については、全国の医師会や会員の先生方に対して、理事会や新型コロナ

担当理事連絡協議会での情報提供、新型コロナワクチン速報の発行などの取り組みを

行ってきたが、まだ改善の余地が大きいと認識している。日医からお知らせする際は、

可能な限り要旨をまとめて分かりやすい文章でお送りするよう今後も心掛けていく。

【池田琢哉代議員（鹿児島）の代表質問に対する答弁】

  I PCR検査料、「医療珊の持ち出しJ回飜き掛ける釜落常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】新型コロナウイルス感染症のPCR検査について、昨年12月

31日の検査料引き下げは医療現場にあまりに唐突だった。経過措置後の点数では赤字に

なり、検査が実施できなくなるとの懸念が全国から届き、日医としてさまざまな働き掛

けをした。厚生労働省から検査業界への強い働き掛けの上で、2月に、PCR検査等を外部

委託した場合、また自院で実施した場合、経過措置中の実勢価格調査が行われた。

岸田文雄首相は16日の会見で、コロナに関する対策パッケージを示した。診療・検

査医療機関でコロナであることが疑われる患者を診察した場合、院内トリアージ実施

料300点に加え、二類感染症患者入院診療加算250点が算定できる取り扱いが、3月31

日までとされていたが、7月31日まで延長された。

また同日の中医協で、厚労省が実施した調査結果を踏まえ、外部委託した場合の

PCR検査については、4月1日から700点に引き下げられるところ、さらなる経過措置と

して850点にとどめられた。この経過措置は7月1日から700点に引き下げられることに

なっているが、その際は今回と同様に、感染状況や医療機関での実施状況を踏まえた

上で、医療現場の持ち出しにならないよう、引き続き、国に強く働き掛けていく。

【竹村克二代議員（神奈川）の代表質問に対する答弁】
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  I 22年度雌、「厳しい国家財政の中でプラスを確保」松本常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】20^年度の診療報酬改定は、日本全体の産業が新型コロ

ナウイルス感染症によって大きな影響を受け、度重なる財政出動が行われるという厳

しい国家財政の中での改定となった。そして、今回の改定は21年9月29日に自民党総

裁選、10月31日に衆議院選挙が行われ、予算編成の12月までの約1力月半で政権幹部

に対して医療の置かれた状況を理解していただく必要があった。

日医では、財務省などが主張するたびにすぐに会見を行い反論してきた。また、コロ

ナ禍での地域の医療提供体制の維持は極めて厳しい状況であり医療現場は著しく疲弊し

ていること、そして、このような状況の下で診療報酬本体のマイナス改定はあり得ず、

絶対にプラス改定にしなければ全国の医療が壊れてしまうことを繰り返し主張してきた。

こうした地道な取り組みにより、診療報酬本体はプラス0.43%となり、診療報酬本体

には一定の財源が確保された。診療報酬改定の総括としては、日医として一定の評価を

している。改定率については、必ずしも満足するものではないが、厳しい国家財政の中

でプラス改定になった。特に日医がお願いしてきた地域医療の確保、質の向上のための

財源としてプラス0.23%が確保されている。不妊治療の保険適用、看護職員等の処遇改

善については、それぞれ前首相および現首相の強い意向があったものであり、国として

の施策に沿った予算編成とされた。 【加藤雅通代議員（愛知）の代表質問に対する答弁】

  I参院選「かつてない得票数での;一が必要」城守常任轉
【日医代議員会・答弁要旨】中医協の議論で有効性や安全性よりも利便性や経済効率

が優先されたことについて、強い問題意識を持っている。今回の診療報酬改定ではそ

のような傾向が強まっていると実感した。このため、中医協審議においておおむねの

改定内容が決まったタイミングで、最近の中医協審議の在り方にかかる審議事項の決

定プロセスと審議の決定要因について、発言をした。

近年、保険収載の決定に際して「利便性」という判断基準の影響が顕著になってきて

いる。今回の改定議論の中でも「有効性や安全性を確保した上で、利便性を重視して」

という発言が、支払い側に目立った。利便性はもちろん重要だが、中医協で保険適用の

可否を審議する際に最も重要な判断基準は、エビデンスに基づいた有効性・安全性であ

るという認識を各委員にはあらためて認識していただきたい、と強く指摘した。

昨今の医療政策には経済・政財界の関与が色濃く反映されるものがある。政治と交

渉するためには、いま一度、日医の結束を政治に見せる必要がある。診療報酬改定の

みならず、全ての医療政策を国民の生命・健康に資するものにするために、今夏の参

議院選挙でのかつてないほどの得票数での大勝利が何より必要と考えている。

【濱島高志代議員（京都）の代表質問に対する答弁】
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I麟品の供給不足問題、「国に対応を強く求める」 宮川常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】（供給問題に関する）指摘への対応は、厚生労働省が昨年9

月に公表した「医薬品産業ビジョン」において記載されたが、書いただけで終わらせる

ことが危惧されるので、そうならないよう、国に対応を強く求め、注視していく。

後発医薬品をはじめとした供給不足は、製造に不備のあった企業に限られた問題で

はない。患者の生命と健康に関わる安全保障の問題として、医薬品業界全てが取り組

むべき問題である。

日本製薬団体連合会と日本製薬工業協会の連名にて、製薬企業各社の使命である安

定供給確保に向けた最大限の対応を実施・継続するとの回答を頂いた。日医としては、

国や企業の取り組みを注視し、継続的に進涉報告を求めるとともに、医薬品の供給状

況の速やかな改善に向けて、国に提言していく。

現在のように、後発品メーカーの製造管理や品質管理体制の不備から始まる、後発品

を中心とした医薬品の不足が続けば、（後発品の使用割合の政府）目標80%を達成する

ことは難しい。安全な後発品の安定供給という本来の姿があれば、われわれは薬に対し

て、安心と自信を持って患者に処方でき、数値目標を立てる必要もないと考えている。

【安東範明代議員（奈良）の代表質問に対する答弁】

I後発品の離不足の鵬共「いまだ不十分」 宮川常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】（後発医薬品の供給不足に関する）国による情報提供は

いまだ不十分である。発注量の精査や代替薬の選択に資するような情報が提供できる

ように、引き続き、厚生労働省や製薬業界に強く働き掛けていく。

日医としては、信頼される後発品が適切に流通されないまま、使用を無理やり促進すべ

きでないという立場に変わりはない。供給が不安定となる原因としては、企業が特定の医

薬品卸とのみ契約することや、卸の医療機関に対する供給の姿勢などが考えられるが、抜

本的な解決策は、供給停止や出荷控えとなっている医薬品の供給再開・増産である。

製薬業界全体として、後発品の品質確保、安定供給に対する責任を全うすべきであ

り、中川会長名で日本製薬団体連合会と日本製薬工業協会へ文章にて、業界全体で対

応すべき問題だと指摘している。両団体より、供給不足が生じている状況における情

報提供の在り方などについて検討している旨の回答を頂いた。医療現場に必要な情報

が速やかに届くよう、引き続き、製薬企業・団体に働き掛けていく。

国に対しても、企業への増産や製造再開に係る指導、地域での医薬品供給の偏在解消

に取り組むこと、卸も含めた流通状況についての情報の提供を今後も強く求めていく。

【小牧斎代議員（宮崎）の代表質問に対する答弁】
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  I敷地内顯、院内より高い醐は「財源の浪費」宮川常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】2022年3月時点で、準備中も含めれば半数以上の国立大学

病院が敷地内薬局を有している現状だ。敷地内薬局は、院内薬局と同じような機能で

あるにもかかわらず、院内処方よりも高い院外処方が算定され、患者にとって経済的

負担が必要以上に多くなっている。

敷地内薬局の対応として、今回（の診療報酬改定で）新設された「急性期充実体制加

算」では、医療機関と薬局の独立性の担保をより明確にすべく、算定要件に「特定の保

険薬局との間で不動産賃貸借取引がないこと」が入った。ただし、この加算は特定機能

病院では算定できないため、規制も掛かっていない。さらに調剤報酬では、敷地内薬局

は▽調剤基本料を9点から7点に引き下げ▽地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算

を100分の80に減算▽服薬情報等提供料は算定できない一という改定になった。

しかしながら、その措置も十分なものとは言えない。敷地内薬局は、院内薬局の調

剤作業をしているだけにもかかわらず、院内薬局よりも高い点数が調剤報酬として加

味されていること自体、貴重な財源の浪費だ。大病院の門前薬局の乱立がいまだ解消

されていないことや、敷地内薬局の問題を踏まえ、今後の薬局の機能について厳しく

  対処していく。【藤原秀俊代議員（北海道）の代表質問に対する答弁】

  I地域医師会員の醐入嘱へ雛直し検討を」醐任理事
【日医代議員会・答弁要旨】医師の裁量はしっかりと守らなければならない。同時に、医師

の倫理観が問われており、それが医療の質向上につながると考える。そのためには日医の

組織率を向上させ、ルールを守れない医師に対してもしっかり教育する必要がある。

組織率向上に向けては、郡市区等医師会員で日医に未加入の会員が約3万2000人い

るが、この未加入の会員に日医に入会いただくことは、まず第一に取り組むべき課題

と認識している。そのための一つの手段として、内閣府公益認定等委員会の承認を得

た上で、日医までの入会を規定する定款の案を既に全国の医師会に案内している。あ

らためて定款の改正も含めて、もう一度ご検討いただきたい。

このような取り組みを推進し、さらにその実効性を高めるためには、全国の医師会

のご理解とご協力が欠かせない。3月には和歌山県医師会、4月には滋賀県医師会の協

力の下、組織強化に向けたパイロット事業を開始する。県内郡市区等医師会担当役職

員を一堂に会した連絡協議会を開催し、県下の入会率の状況や課題に則した具体的方

策を推進していただく。日医役員が直接出向き、お願いに上がる。全国の医師会の組

織強化に対する取り組みを全力で支援するので、特段のご協力をお願いする。

【廣澤信作代議員（埼玉）の代表質問に対する答弁】
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  Iオンライン診療「対面に代わるわけでは決してないJ 長島常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】2022年度診療報酬改定では、初診からのオンライン診療

が制度化されたが、オンライン診療が対面診療に代わるということでは決してない。

今年1月に改訂された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」でも、「遠隔診療

は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行うべきものである」とした1997

(平成9)年旧厚生省通知を掲げているところだ。

距離要件については、「かかりつけの医師による」「対面診療を適切に組み合わせる」

という原則により実質的に確保されている。営利を目的とした者からかかりつけ医と

地域医療を守り、先生方のご判断で必要に応じて安全かつコストや労力をかけずに才

ンライン診療を実施できるよう手引を作成した。近日中に公表する。

HPKIでは、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の改訂版で推奨

の記述はなくなるが、医療分野の電子署名は本人確認と医師などの国家資格確認の両

方が必要という内容に整理された。この両方を満たせる仕組みは現在HPKIしかない。

改訂で診断書、紹介状、主治医意見書など資格確認が必要な電子文書を扱う一元的な

手段として活用場面が広がり、価値は逆に向上する。医師資格証を普及させる日医の

  方針に変更はない。【伊藤伸一代議員（秋田）の代表質問に対する答弁】

  I医鋤「驕負担増えないように進めるJ 長島常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】日医が目指す医療DX (デジタルトランスフォーメーショ

ン）は、国民・患者の皆さんに提供する医療の質と安全性を飛躍的に向上させること

だ。一方で、医療DXの導入でかえって医療現場の負担が増えてしまうことがないよう

に、費用や業務の負担軽減も目指す必要がある。拙速に進めるべきではなく、医療現

場の状況をよく確認しながら有効性と安全性を確保した上で、利便性、効率性の実現

を目指すべきで、電子カルテやパーソナル・ヘルス・レコードなどの医療情報の標準

化が重要となる。

国民も医療者も誰一人取り残さないためには「ICTを使いやすくする」「それでも使え

ない人に対するサポート」「icrjテラシーの向上」が必要。こうした方針に従い、医療

DX関連の諸会議で発言し、日本の医療DXがより良い方向に進むよう働き掛けていく。

医療DXを進めるための基金としては、「地域医療介護総合確保基金」「医療情報化支

援基金」の2つがあるが、ともに補助対象が導入時のみであり、ランニングコストに

は使えない点が大きな課題だ。日医では以前からランニングコストにも基金を活用で

きるよう国に求めているが、医療機関のサイバーセキュリテイー対策に対する国から

の支援も含め、今後もさらに強く要望を続けていく。

【安田健二代議員（石川）の代表質問に対する答弁】
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I主治医意見書作成の好事例、職二-ズ踏まえ検討を江澤誦事
【日医代議員会・答弁要旨】介護保険制度の要介護認定においては、主治医意見書の

作成がかかりつけ医の役割として位置付けられている。作成に当たっては、日常生活

において必要な介護や手間の具体的な状況を記載することが求められている。現状、

申請者の意向による主治医として手続きが行われており、専門医との連携を要する場

合もあるため、主治医意見書の作成に当たって専門医に意見を求めた場合には、内容

を簡潔に記載することや情報提供書の写しの添付をしてもよいと整理されている。他

の多くの職種と連携し、主治医意見書の作成に役立てることも方策として考えられる。

熊本県における「主治医意見書のための情報提供シート」も、大変参考となる取り組

みだ。要介護認定は、保険者である市町村が実施するものであり、それぞれの地域の実

情に応じて、関わる職種との連携により、要介護認定を円滑に進める好事例だと考える。

こうした取り組みは、地域のニーズを踏まえて検討していただくことが重要だ。まずは

都道府県医師会と県行政、郡市区医師会と市町村で、地域の実情に応じた連携体制を構

築することが先決なので、日医においても厚生労働省担当部局と協議し、各地域の支援

  ができればと考えている。【三條典男代議員（山形）の代表質問に対する答弁】

  I社会の誤解や若手医師への発信力強化「重要な課題」城守常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】社会の誤解や、若手医師に対する日本医師会の発信力の

強化については、日医の組織力の強化を図る意味でも極めて重要な課題であると認識

している。コロナに関する民間医療機関や開業医に関する報道は、誤解に基づいた批

判だ。しかし、中川会長はじめ担当役員が定例記者会見で反論するだけでなく、報道

番組にも積極的に出演し、現状を説明することで、理解が進みつつある。今後も、エ

ビデンスや医療現場からの情報に基づき、医学的・疫学的な見地から情報発信を行っ

ていくのみならず、各社からのさまざまな取材や記者会見終了後の記者の質問にも丁

寧に対応することで、正しい情報発信の強化に努めていく。明らかに誤った報道には

引き続き、反論を申し上げる。

一方、若手医師に対する広報については、まずは日医に関心を持っていただくこと

が重要だ。今後は若手医師がよく利用しているネットメディアに対し、日医がどのよ

うな情報発信をしていけばよいかなど具体的な方策を広報委員会の先生方の意見も伺

いながら、検討を進めたい。コロナ禍において、日医に対する国民の信頼度や期待度

がこれまで以上に高まる中で、日医の発信力を強化することは不可欠なことであると

  考えている。【橋本寛代議員（兵庫）の代表質問に対する答弁】
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  I医療者の安全確保の体制Si「面こ財i肢援求める」城守常任理事
【日医代議員会・答弁要旨】日医では、中川会長の指示の下、「医療従事者の安全を確

保するための対策検討委員会」を設置し、3月1日に第1回会合を開催した。委員構成

は6人の日医担当役員や参与、今回発生した事件の関係府県医師会の担当役員とし、

厚生労働省担当審議官などにもオブザーバーとして参加いただいている。

特に、患者の自宅に赴き、患者やその家族との関係性がより深い状況で行う在宅医

療では、医療従事者が自身に迫る危険性に気付きにくい点が指摘されている。対策と

して、危険察知力、危機管理能力を高めるための研修が有効と考えられるので、今後、

研修内容を含め、研修の在り方などを検討していく。

医療従事者が医師・患者関係の諸問題を相談できる体制づくりは必須で、そのために

行政や医師会などの関与や支援が重要となる。広島県医師会の取り組みのように、日頃

から所轄警察署と緊密な関係を構築し、具体策を協議しておくことが望まれる。個々の

医療機関では、警備会社による緊急通報システムの準備も選択肢として挙げられる。

日医としては、医療従事者が自身の安全を守るために講ずるべき項目や医療従事者

を支える行政や医師会などの役割についてさらに検討を進め、国にはこれらの体制整

備に必要な財政支援を求めていく。 【山田謙慈代議員（広島）の代表質問に対する答弁】

  I医療者の安全確保支援、鶴庁にも働き掛け城守常任釀
【日医代議員会・答弁要旨】近年、医療事故などの報道も増加しており、その報道も

医療をたたく材料として使用されることが多い傾向がある。これらの影響により、患

者と医師との信頼関係に微妙な変化が生じてきている状況に加え、コロナ禍における

鬱積した環境が、身近な医療・介護関係者へのクレームや暴言、暴力の増加に少なか

らず影響を及ぼしているものと思われる。

日医では「医療従事者の安全を確保するための対策検討委員会」を立ち上げ、検討を

始めている。医療従事者が自らの安全を確保するためには、まず自身に迫る危険を察知

し、そのことを他の医療従事者と共有することが必要である。行政や医師会などにおい

ては、医療従事者のための相談窓口設置など、医療従事者を支え、守る取り組みが重要

になる。さらに、医師会と警察との情報共有体制の構築も喫緊の課題と認識している。

日医としては、医療関係者が安心・安全に働くための環境整備として、警備会社な

どによる緊急通報システムの構築など、防犯体制整備に必要な財政支援を国に求める

とともに、警察庁には、都道府県警察本部が全国の医師会、医療機関からの求めに応

じて、安全確保に資する支援を行うよう、しっかりと働き掛けていく。

【平田泰彦代議員（福岡）の代表質問に対する答弁】
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第150回日本医師会臨時代議員会会長挨拶

代議員の先生方、おはようございます。本日は、WEB形

式ではありますが、フルバージョンで日本医師会代議員会を

開催できる運びとなりました。全国の都道府県医師会および

すべての日本医師会代議員の皆様に感謝いたします。

一昨年の6月に、現執行部を選任、選定いただいてから、

2年近くがたちました。私は、日本医師会役員14年の経験

を糧に会務に邁進しましたが、苦難も多く、横倉名誉会長は

じめ多くの諸先輩方のご指導で、なんとか今日まで来ること

ができました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

ありがとうございます。

この2年近くは新型コロナウイルス感染症との闘いでし

た。未知の感染症によって多くの生命（いのち）が失われま

した。そして、今、ロシアのウクライナへの軍事侵攻によっ

て、幼い子どもを含む多くの人命が連日失われています。国

内では3月16日に福島県沖で最大震度6強の地震が発生し、

東日本大震災の記憶と教訓が再び呼び起こされることとな

りました。

この2年間ほど、人々の生命（いのち）の重さを、そして

それを支える医療の重みを思わなかった日はありません。有

事に対する危機管理を問われる2年間でした。このような情

勢の中での私の率直な所感を述べさせていただきたいと思

います。

1
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はじめに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻について

です。

21世紀の今、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻によ

り、恒久の平和と自由を願う世界の秩序が踏みにじられてい

ます。連日、ウクライナはロシア軍の無差別攻撃にさらされ、

幼い子どもを含む多くの命が奪われています。

日本医師会は、3月9日に、ウクライナの医療を支援する

ために寄付金として1億円を世珠医師会に送金しました。

また、3月15日には、日本医師会と4 7都道府県医師会

の連名で「ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対する緊

急声明」を発表し、全国の郡市区医師会、世界医師会加盟112

か国の医師会、そして報道各社にお送りしました。皆様のご

支援、ご協力に感謝を申し上げます。

日本医師会からの寄付金は、世界医師会が設立した「タス

クフォース・ウクライナ」が管理しています。このタスク

フォースは、日本医師会、ポーランド医師会、スロバキア医

師会、ハンガリー医師会、フランス医師会、ルーマニア医師

会で構成されており、元イスラエル医師会長が財政運営の管

理委員長を務めておられます。

ウクライナ医師会への支援の第一弾は、イスラエルのテル

アビブで調達した医薬品と医療物資でした。医薬品は航空貨

物として直接、ワルシャワに送られました。医療物資は、3月

23日に在イスラエルのウクライナ大使館を出発し、25日に

2
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陸路、ポーランドのワルシャワに到着しました。

これらの医薬品、医療物資はポーランド医師会がウクライ

ナ国境まで搬送し、税関を通関後、ウクライナのリビウから

来たウクライナ医師会役員に手渡すことができました。今後、

ウクライナ全土に配布されます。

3月21日に、オレグ・ムジーウクライナ医師会長から

世界医師会へお礼状をいただいております。そこには次のよ

うに記してあります。

「ロシアの占領軍は、病院や診療所を破壊し、専門職務を

遂行する現場で医師を殺害しています。117の病院と5つの

産科病院が破壊されました。

世界中から提供された人道支援に感謝いたします。私たち

は、子どもを含むウクライナ国民のために避難場所、医療の

提供、仕事を調整いただいている皆様の温情に心から感謝い

たします。」

このように現地の様子をお伝えいただきました。

今も、ロシアのウクライナへの攻撃は、日に日に激しさを

増し、無差別化しています。その中で、ウクライナの医師を

はじめとする医療従事者は献身的に頑張っています。

現在も、毎日、全国の医師会、医師会員、そして一般の方

から支援金が寄せられています。日本医師会は、全国の医師

会、医師会員とともに、日本製薬団体連合会、日本製薬工業

協会の協力も得て、タスクフォースを通じて引き続きウクラ

イナ医師会、ウクライナの医療を支援していきます。これか

らも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

3
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次に、新型コロナウイルス感染症との闘いについてです。

日本医師会は、全国の医師会とともに2年以上にわたって

新型コロナウイルス感染症と闘ってきました。

この2年間、様々な出来事がありました。改めて露わに

なったのは、我が国の新興感染症に対する備えが手薄であっ

たことです。何処で検査を受けるのか、マスクや防護具をは

じめとする医療物資、医療器材がどこにどのくらい備蓄され

ているのか、重症者から軽症、無症状者までの患者をどの医

療機関で対応するのか、まったく白紙の状態でした。

医療従事者の献身的な働きで耐えてきたものの、有事に対

応する医療を構築する必要がありました。

そこで私は、都道府県医療計画の5疾病5事業に新興感染

症対策を加えることを国に提案し、医療法の改正によって5

疾病6事業が実現しました。そして、本来2023年度に策定

することになっていた第8次都道府県医療計画のうち、新興

感染症対策は、コロナの保健・医療提供体制確保計画をブ

ラッシュアップ、発展させていく中で、前倒ししていきます。

そして医療計画では、平時において、新興感染症が侵入して

きた際の具体的な対応策を決めておきます。例えば医療物資

の備蓄、コロナ病床の確保、人材の派遣などを平時から定め、

毎年更新していくことを強く要求しています。

また、新型コロナウイルス感染症が拡大に向かっていた頃、

「日本は病床数が多いのに、なぜ、医療が逼迫するのか」と

4
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いった、あたかも医療現場の対応が十分ではないかのような

批判がありました。

しかし、これは、ミスリードです。たとえば人口100万人

当たりの新型コロナウイルス感染症による死者数は、3月24

日現在でG 7諸国においては、イギリスが2,410人、フラン

スが2,098人、ドイツが1，519人、アメリカが2,931人であ

るのに対し、日本は一桁少ない218人です。

また新規感染者が最大になった時に、新規感染者数に対し

てどれだけ入院できるかという指標でみると、日本はイギリ

スやフランスの約3倍、アメリカの1.5倍です。日本は多く

の患者を入院施設で受け止めたのです。その結果、医療現場

は、まさにぎりぎりの状態で逼迫しつつも、しっかりと患者

さんを守ってきました。

コロナ禍を経て平均寿命が伸びたのは、G7の中では日本

だけという事実もあります。

世界に誇る公的医療保険制度に基づく国民皆保険の日本

は、コロナ医療においても、世界の中で高水準であると考え

ます。このことを繰り返し、社会に伝えることで、ミスリー

ドするような批判的な意見は明らかに減少しました。

新型コロナウイルス感染症の爆発的な拡大の中で、通常の

医療を制限してでもコロナ医療を優先させるべきであると

いう考え方も根強く広がりました。

しかし、日本医師会は、一貫してコロナ医療とコロナ以外

の通常医療を両立しなければならないと主張してきました。

今後も、この方針に変更はありません。命の重さは、どちら

5
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の医療も同じだからです。医療現場もコロナ医療と通常医療

の両立のために必死で踏ん張りました。

新型コロナウイルスワクチンは、世界の予測を上回る速さ

で開発されました。昨年の2月、医療従事者のワクチン接種

が始まったとき、私は、この感染症との闘いを守りから攻め

に転じることが出来る、みんなで頑張りましようと呼び掛け

ました。当時、菅総理は1日に100万回接種を目指す方針を

示されました。これに応え、全国の医師会をはじめ先生方が

底力を発揮され、最大で1日170万回の接種を実現しました。

全国の医師会、先生方に敬意を表します。さすがです。

2月12日時点で最大36都道府県に適用されていた「まん

延防止等重点措置」は、3月21日をもって、すべてで解除

されました。今、オミクロン株の第6波は、減少傾向にあり

ます。しかし、いまだに、毎日4万人以上の新規感染者が発

生し、死亡者数も第5波を上回って増加し、1日に100人以

上の方が亡くなっています。また、オミクロン株のBA.1か

らBA.2への置き換わりが進み、さらに海外では、デルタ株

とオミクロン株の遺伝子の特徴を併せ持つ、いわゆる「デル

タクロン」変異株も確認されています。

コロナとの一いはこれからも続きます。最終的な終息にむ

けて、みんなで粘り強く勝ち抜きましょう。

日本医師会は、緩むことなく、コロナとの闘いを続けます。

6
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次に、診療報酬改定についてです。

令和4年度の診療報酬改定率は本体プラス0.43%であり、

直近4回の改定における平均値のプラス0.42%と同じ水準

になりました。

令和4年度の診療報酬改定率が決定した際、私は「必ずし

も満足するものではないが、厳しい国家財政の中、プラス改

定になったことについて、率直に評価をしたい」と申し上げ

ました。

これは、新型コロナウイルス感染症への対応で医療提供体

制が逼迫する中、全国の医師会の先生方が、地元選出の国会

議員の先生方へ医療現場の実態についてご理解を賜る精力

的な活動をしていただいたこと、そして、国会議員の先生が

それをしっかりと受け止めていただいたことに対する感謝

の意も込めてのことです。

しかしながら、日本の医療が今後立ち行かなくなるほどの

危機に見舞われている現状に鑑みれば、このたびの診療報酬

改定でひと区切りということでは、もちろんありません。今

後も、弛むことなく財源を確保する責務を負っていかなけれ

ばならないと気を引き締めています。

振り返れば、診療報酬改定前の9月には自民党総裁選挙、

10月には衆議院総選挙がありました。総裁選挙では、早期に

日本医師連盟として方針を決め全国の医師連盟とともに行

動しました。衆議院総選挙でも全力で自民党を支援し、自民

党は絶対的安定多数を獲得しました。そして、そのあと、短

7
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期決戦で集中的に診療報酬改定率が決まる令和4年度の予

算編成に臨むこととなりました。

新型コロナウイルス感染症の影響で経済が冷え込んだ中

で、財政当局は当然のごとくマイナス改定を求めてきました。

しかし、コロナ禍にあってこそ、医療が国民の安全と安心を

支えるのだという強い思いから、財務省が「躊躇なくマイナ

ス改定」すべきと述べたことに対して、日本医師会は「躊躇

なくプラス改定」を行うことを要請しました。

政治的なこともあり、申し上げられない部分もありますが、

岸田総理にも医療現場の現状と痛切な声をご理解いただき、

当局と水面下で激しい応酬が行われました。

その後、当初、大幅なマイナス改定を主張していた財務省

がプラスマイナスゼロまで後退した時期を経て、厚生労働関

係国会議員、厚生労働省、日本医師会の必死の押し戻しの末、

最終的には本体プラス0.43%を確保したのです。

この過程では、自民党の議員連盟である「国民医療を守る

議員の会」の加藤勝信会長から、岸田総理大臣へ、不妊治療

の保険適用や看護職員の賃上げに要する費用とは別に、診療

報酬のプラス改定が必要だとする提言が行われたことも大

きく寄与しました。最終的には、岸田総理の英断によるもの

と高く評価し、感謝しています。

今回の改定率は、不妊治療や看護職員の処遇改善が含まれ

るとはいえ、これを除く、いわゆる真水でもプラスを維持し

ました。厳しい攻防を乗り越えてことに至ったことを思えば、

次の診療報酬改定をプラス改定につなげていけるものに

8
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なったと考えます。また、絶対に次につなげていかなければ

ならないと強い覚悟を持っています。

今回の診療報酬改定のうち、オンライン診療とリフィル処

方について、代表質問をいただいています。この後、担当役

員からお答えしますが、私からも要点を申し上げます。

オンライン診療については、診療報酬点数は中医協の公益

裁定となりました。公益委員がまとめられた結論の中で、従

来日本医師会が主張してきたとおり、「オンライン診療では

対面診療との比較において、触診・打診・聴診等が実施でき

ない」と述べられています。また、「対面診療を提供できる体

制を有すること」が算定要件のひとつになりました。日本医

師会は、オンライン診療は、対面診療と適切に組み合わせて

行うべきであるという考えを強く維持しています。そのうえ

で、離島・へき地や在宅医療など、外来へのアクセスが困難

な患者さんに対して、「心あるかかりつけ医」の先生が診療を

行なう助けとしてオンライン診療が必要とされるのであれ

ば、しっかりとサポートしていきたいと思います。

リフィル処方については、今回の厚生労働大臣・財務大臣

が診療報酬改定について合意した文章の中で、「医師の処方

により」、「医師及び薬剤師の適切な連携の下」で行うもので

あることが明記された点が非常に重要です。

9
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厚生労働・財務両大臣が合意されたとおり、リフィル処方

は、かかりつけ医と患者さん、さらには適切な連携を図るこ

とができる薬局薬剤師との信頼関係の下でのみ行われます。

患者さんからリフィル処方を希望されることもあるかも

しれませんが、日本医師会は、定期的な医学管理の重要性を

しっかりと国民にご理解いただくように努めます。先生方が

かかりつけ医として、患者さんの病状を個別に、かつ総合的

に考慮した上で慎重に判断していただけるよう最大限ご支

援したいと考えています。

最後になりますが、この2年間、新型コロナウイルス感染

症対策のために、日本医師会の会議はwe b主体での開催を

余儀なくされてきました。今後は、議論の活性化のためにも、

ハイブリッド、さらに対面の会議を、感染防止対策を講じた

うえで最大限増やしたいと思います。

そして、同時に対面の会議とオンライン会議の適切な組み

合わせによる、議論の活性化を模索してまいります。ぜひと

も、お知恵をお貸しください。

また、平時を取り戻した暁には、私自身が、全国の皆様の

ところにお邪魔し、対面で熱い議論とご指導をお願いしたい

と思っています。

本日は、久しぶりの日本医師会代議員会です。忌憚のない

ご意見、ご提案をよろしく、お願い申し上げます。

10
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I資料6 I

第15 0回日本医師会臨時代議員会代表質問

※類似した内容の代表質問が複数見受けられるため、類似する質問をカテゴリーごとに分類し、
次の手順に沿って代表質問を行います（カテゴリーごとに色分けしておリます）。
【例】①A代議員質問—役員答弁—再質問

  ②B代議員質問—役員答弁—再質問
  ③関連質問

順番 地区名 都道府県 議席番号   氏名 担当役員 質問タイトル

頁

1

九州 鹿児島県 3 5 9
池田琢哉

釜菊常任理事
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた公衆
術生対策・情報発價の強化について

1

2 関東
甲價越

神奈川県 1 2 0 蹴駐釜菊常任理事
診療・検査医療機関の逼迫状況を鑑みての施策につ
いて

2

3

東京 東京都 6 6 リー啓字 釜菊常任理事今後のコロナワクチン接種体制について

4

4 中国
四国

広島県 2 8 6
山田謙慈 城守常任理事

埼玉の医師殺人事件を踏まえて、「医療・介護現場
を無法地帯にしてはならない、医療介護従事者を暴
力から守るJ方策につき日医の見解について

5

5

九州 福岡県 3 2 3
平田泰彦 城守常任理事

医療現場における患者等からの暴首・暴力（いわゆる
カスタマーハラスメント）への対策について

6

6

東北 山形県 3 3
三條典男

江澤常任理事
介護保険要介護認定（新規・更新）申請時の主治医
意見書作成のための患者情報提供ツールの件

7

7

東北 秋田県 2 9 伊i伸一 長島常任理事
日本医師会が目指す医療DXとオンライン診療、HPKI
の価値とは？

8

8

中部 石川県 1 5 6 雜緞長島常任理事
これからの日本の医療DX (デジタルトランスフオー
メーシヨン）について

9

9

東京 東京都 4 1
土谷明男 松本常任理事コロナ禍での医師の働き方改革の推進について 1 0

1 0
関東
甲信越

新潟県 1 40
塚田芳久 松本常任理事

医師少数県における医鰊働き方改革と救急医療体制
の維持について

11

11 北海道 北海道

2

to原秀俊 宮川常任理事敷地内薬局について 1 2

1 2 中部 愛知県 1 8 0 磁縫ち松本常任理事令和4年度診療報酬改定を問う。 1 3

1 3
中国

四国
山口県 2 9 6 縋'嫁城守常任理事

「オンライン初診』の恒久化とリフィル処方箋の今
後について

1 4

1 4 近畿 京都府 2 0 7 跋蘇城守常任理事
今期の診療報酬改定（初診オンライン・リフィル処
方箋の導入）について

1 5

1 5
関東
甲信越

埼玉県 1 0 1  縫，松本常任理事
リフィル処方箋の導入とオンライン診療について
-医師の裁量と自覚一

1 6

1 6 近畿 奈良県 2 6 5
安東範明 宮川常任理事

後発医薬品メーカーの不正に端を発する供給不足間
題について

1 7

1 7 九州 宮崎県 3 5 8 綴餐し宮川常任理事後発医薬品の供給不足への対応について 1 8

1 8 近畿 兵庫県 2 5 0
橋本寛

城守常任理事日医の発信力強化を 1 9
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

3 5 9 池田琢哉 鹿児島県

題 名

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた公衆衛生対策・情報発信の

強化について

新型コロナウイルス感染症が我が国で確認されてから2年以上が経過するが、国の対

応は世論や政権運営に左右され、方針が変わることが多く、矢継ぎ早に出される国から

の通知等で医療現場も混乱をきたしている。

今回のオミクロン株による感染拡大は、20代の若者で始まり、子どもへ広がった。そ

して高齢者や基礎疾患を持つリスクの高い方の感染者が増え、（新型コロナウイルス感

染症は重症ではないものの）他の疾患等の悪化により死亡する方が増加している。

感染症への対応は、早期に感染状況やその特徴を捉え、効果的な対策を医療関係者は

もちろん国民に対しても発信していく必要がある。毎週開催されている厚生労働省「新

型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボードJの資料を拝見すると多岐にわたるデ

ータが示されているが、医療関係者においてもこれらの情報が十分共有されているとは

いえない0

例えば、「子ども達への感染が広がっている」という情報は国民にも共有されている

が、「5歳ごとの年齢階級別に分けたときに感染状況に違いはないか、保育所・幼稚

園・学校等の集団生活のなかで感染が広がっていないか、感染者の症状や予後はどう

か、そのための対策はどういったことが必要か」などの分かりやすい情報発信が求めら

れる。

また、中川会長が新型コロナウイルス感染症に対し『「守り』の闘いから、「攻め」

に転じる』と主張された新型コロナワクチン接種は、12歳以上人口全体で2回目接種率

が86.5%であったが、10代は74. 7%である（令和4年2月14日時点、首相官邸ホーム

ページより）。早ければ2月中に5 ~11歳への接種も始まるが、努力義務は見送られた

ことから接種率は低くなるものと思われる。ワクチン接種は強制するものではないが、

接種済者と未接種者で感染率や重症化に差がないか個人と社会に対するメリットとデメ

リットを子どもとその保護者に分かりやすく示さなければならない（国立感染症研究所

のデータでは、新型コロナウイルス感染症の発生届時に肺炎よりも重篤な症状を呈する

小児の割合はデルタ株流行期よりも低いが、流行拡大によりその数は増加しており、子

どもは軽症だから安心とは言えない）。

このほか保健所並びに地方衛生研究所の強化など、2009年の新型インフルエンザ流行

時の反省が十分生かされないまま現状に至っており、我が国の公衆衛生体制対策の抜本

的な見直しが必要ではないか。

質問事項

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、改めて我が国の公衆衛生

対策や情報発信等の課題が浮き彫りになっている。国に対しては、日医も

以前から主張されているとおり、日本版CDG (疾病対策センター）の創設や

保健所並びに地方衛生研究所の強化、自国でのワクチンや治療薬、感染防

護具等の製造・確保の実現を図っていただきたいが、国との協議状況や実

現の可能性について伺いたい。

また、日医には新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボード等で

示されるデータのうち、臨床現場で特に重要とされるものについては、速

報として情報発信していただきたいと考えるが、見解を伺いたい。

(1,255文字）※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

   議席番号氏名都道府県

  竹村克二神奈川県

題 名

診療一検査医療機関の逼迫状況を鑑みての施策について

背 景

新型コロナウイルス感染症はオミクロン株への変異によリ、発熱患者が急

増し、診療・検査医療機関は日々の対応で逼迫しておリます。保健所機能が

完全に破綻している現状では、診療・検査医療機関は従来の検査、診断だけ

でなく陽性者の自宅療養支援、処方はおろか、濃厚接触者への検査、指示な

ど多くの保健所業務も担っているのが実情です。

その中で、検査料については、令和3年12月31日以降、保険収載点数が引

き下げとなり、4月1日以降もさらに引き下げられることとなリました。検

査会社との協議も不十分なままの大幅値下げであり、このままでは検査をや

っても赤字になってしまい、検査が行えないといった悲鳴が多くの会員医療

機関から届いており、4月以降は診療一検査医療機関の辞退も考えざるを得

ない医療機関も少なくないようです。今回の唐突な検査料の引き下げは、現

場の状況を無視したものであり、国の思惑がどこにあるのか、到底理解する

ことができません。

また、抗原検査キットの不足という事態が発生しました。重症化を防ぐた

めには、素早く診断し、治療につなげることがコロナ治療の本質であるにも

かかわらず、抗原検査キットが医療機関以外に流れてしまうといったこと

は、国の失策であると言わざるを得ません。現在緩やかに流通が回復しつつ

ありますが、今後、医療現場に必要な物資が不足するようなことが起こらな

いようにすることが重要であります。

診療・検査医療機関には他にも、困難があります。可能な限り診療時間枠

を増やしたとしても、消毒などや事務手続きの手間もあり1時間で診察でき

る発熱患者は1~ 2名程度に限られます。ある程度の加算はついたとして

も、通常の診療に比べれば、減収になることが多くあります。通常の医療に

2
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も弊害が出ており、発熱診療を行うことで、外来時間の短縮以外にも、検査

や処置など時間のかかる通常の医療も行い難い状況も発生しております。そ

のような状況に加え、職場環境も悪化しております。患者が陽性であった場

合のHER-SYS入力の手間や、自宅療養者への健康観察、広域から患者が押し

寄せることへの対応などにより、時間外労働が多く発生することで、スタッ

フは、過重労働による肉体的な疲労と、受診しづらい状況の発生や検査の遅

れなどいわれなきクレームを受けることによる精神的な重圧があリ、心身と

もに疲弊している状況であリます。

それでも、この第6波を乗リ越えるため多くの会員医療機関が医師として

の使命感から自己を犠牲にして発熱患者を全力で診療しておリますが、ボラ

ンティア精神だけで診療・検査医療機関を継続することには限界があリ、こ

のままでは逆に診療・検査医療機関を辞退する会員も増えかねない状況であ

ります。

質問事項

1—のよつな現場の状況を鑑み

  1. 新型コロナウイルス感染症のPCR検査・抗原検査に対する保険収載点数

の見直しを行い、最低でも令和3年12月30日の点数に戻すこと。

  2. 診療・検査医療機関に対する経済的支援を強く要望する。過去に行われ

た体制に対する支援だけではなく、実績にも応じた公正な支援とするこ

 と。

  3. 診療・検査医療機関が必要とする物資が不足した際は、国の責務として

用意し、適正に配分する仕組みを確立すること。

の以上3点について、国と協議いただきたいと考えておりますが、日本医師

会のお考えをご教示いただきたく存じます。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。

3
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

6 6 リー啓子 東京都

題 名

今後のコロナワクチン接種体制について

背 景

本年1月からの“いわゆる第6波” C0VID-19感染蔓延の中、新型コロナワク

チン追加接種を現場では懸命に進めている。国としてのワクチン確保は堅調な

予定との事前情報であったが、全国的にも当初目指した達成状況とはなってい

ない。また自治体間の接種状況にも少なからず格差が生じている。各自治体の

準備体制の差は大きな要因ではあるが、昨年8月の第5波の際とは異なり、特

に高齢者のワクチン接種が完了する前に新たな感染の波が到来してしまい、医

療機関の負担が加重になったことも要因と考えられる。新型コロナウイルス対

策として、ワクチン接種は極めて重要である。今後の接種体制確保について日

本医師会としてのお考えを伺いたい。

質問事項

1.急速なオミクロン株の感染拡大を考慮した上で、今後ワクチン接種の徹底

や拡充を確保するに、地区医師会・会員医療機関等現場に対してどのようなこ

とを望むか。

  2 .緊密な政府との連携は必須であるが、情報共有や方向性の一致のため、さ

らにどのような施策・手段が国との間で必要と考えるか。

  3 .国民に対して十分な情報提供を行い、正確な理解のもと適切な感染防御・

受療行動等につなげるためには、今後具体的には何が必要か。

会員・地区医師会・国民・国に対して、明確で具体的なメッセージの発出をお

願いしたい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）目安とする。

4
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

2 8 6 山田謙慈 広島県

題 名

埼玉の医師殺人事件を踏まえて、「医療・介護現場を無法地帯にしてはならない、医療介護従

事者を暴力から守る」方策につき日医の見解について

背 景

1月27日（木）に発生した「埼玉県ふじみ野市の民家で住人が散弾銃を発砲し、医師

が死亡した事案」を踏まえて、今後とも、全国の医師会員が安心して地域医療を守る

ことに専念するためには、警察当局等と連携した「未然防止対策」に早急に取り組む

べきであると考える。

広島県医師会では、今回の事案の再発未然防止に向けて、県警察当局とどのような

対応が具体的に可能であるか協議し、その上で県医師会及び市郡地区医師会として今

後の方策、態勢作りを早急に決定していく予定である。

質問事項

今回の事例では、容疑者は以前から再三のクレーム、問題行動があったとのことで

ある。事件は容疑者から死亡判定後に呼び出されたことによるものであったが、それ

までに相談、情報提供があった場合自宅への呼び出しを警察がストップ、あるいは他

の提案をされたのか、あるいはそれ以前に応召義務に対するアドバイスができたの

か、などの疑問が出てくる。

広島県医師会・広島県警察連絡協議会が2月4日に開催され、その中で捜査1課よ

り以下のように問題点を整理された。

①事件発生からの通報ではなく予めの危険防止のための相談をして欲しい②予めの相

談があることで所轄警察署・交番との情報共有により通報時にその情報に基づいて現

場が判断できる③危険度が低い場合はパトロール・巡回をして連絡を取る④「応召義

務」については新たに、令和元年12月2 5日厚労省から全国知事宛の通達で、「患

者の迷惑行為：診療・療養において生じた、または、生じている迷惑行為の態様に照

らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないこ

とが正当化される、これはクレーム等を繰り返し続けるという行為も含まれる」と理

解される。

このような点を踏まえて、広島県医師会としては市郡地区医師会と協働で医療関係者

の安全を確実に確保する対応策を協議していく考えである。

既に中川会長は、「医師など医療従事者をどう守るかを検討するプロジュクト委員

会を立ち上げ検討していく」と明言されているが、今後の日本医師会の方針をあらた

めて伺いたい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙
議席番号 氏名 都道府県

3 2 3 平田泰彦 福岡県

題 名

医療現場における患者等からの暴言・暴力（いわゆるカスタマー

ハラスメント）への対策について

背 景

昨年12月、大阪市北区のクリニックで医師や患者ら2 5人が死亡す

るという放火殺人事件が発生し、今年1月には、埼玉県ふじみ野市で、

亡くなった母親の治療方針をめぐる理不尽なクレームの末、担当医師が

患者家族に散弾銃で殺害されるという衝撃的な事件が発生しました。

これほどまでに痛ましい事件は希かもしれませんが、事件に発展しな

いまでも、医療現場における暴力行為は、日常的に多数報告されてお

リ、例えば、日本看護協会の看護実態調査では、病院に勤務する看護師

の約2割が、患者から蹴られた、物を投げつけられたといった身体的な

攻撃を「受けたことがある」と回答しています。

特に昨今では、長引くコロナ禍の中で、二転三転する国の指針や保健

所の機能不全等に国民も困惑し、その捌け口として医療現場に対する理

不尽ともいえるクレームが増加していますが、その内容は、ワクチン不

足によリ3回目の接種が予約できなかったり、P CR検査結果の判明が

遅れていることに対する行き場のない怒りや、陽性判定となった自宅療

養の患者からは「保健所から一向に連絡がなく困っている」など、医療

現場が直接関与できないものが殆どです。中には、待合室等で他の患者

がいるにも拘わらず、あからさまに激高して脅迫まがいの暴言を職員に

浴びせたりする患者もおり、場合によっては、診療を中断せざるを得な

い事態に追い込まれるケースもあると聞きます。

さらに、オミクロン株の流行による感染者の急増を背景に、感染不安

を感じる地域住民などを対象とした無料検査が昨年末から始まりました

が、対象ではない有熱者や濃厚接触者などが薬局等を訪れ、検査を断ら

れたことを理由に、従業員を怒鳴りつけたリ長時間に亘って罵倒する、

いわゆる「カスタマーハラスメント」も横行しています。

適切な医療を提供するためには、患者と医療関係者との良好な信頼関

係が不可欠ですが、このような状況が続けば、医療現場の医師・職員の

疲弊は増すばかりで、とても安全で質の高い医療提供を継続することは

困難であると大変な危機感を抱いています。

また、ホームページでの公表を拒む診療・検査医療機関の心理には、

このような問題への忌避感があるのではないでしようか。

質問事項

安全で質の高い医療を提供するためには、医療関係者が安心・安全に

働くための環境整備が必要不可欠であると考えます。

コロナ禍で増え続ける、医療現場に対する患者等からの暴言・暴力へ

の対策として、患者の自己中心的で誤った権利意識や過度・理不尽な要

求を正すための啓発活動、医療機関の安全確保のための警察による巡回

強化、防犯カメラ設置等の抑止対策への費用助成等を国へ求めることに

ついて、御見解をお聞きしたいと存じます。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする

6

34/47



代表質問用紙

議席番号   氏名 都道府県

3 3 三條典男 山形県

題名

介護保険要介護認定（新規・更新）申請時の主治医意見書作成のための患者情報

提供ツールの件

胃 >

平成年12月に公布された介護保険法も、平成17年6月の改正を経て、順調に
運用されてきました。介護保険要介護認定の新規もしくは更新申請時、医師には主
治医意見書の作成が求められています。しかしながら、主治医意見書を作成する上
で、下記の課題があります。

  ①要介護認定のための介護保険申請時に複数の傷病を合併している際、主傷病名
を担当する医療機関もしくは診療科の医師に適切に要請されていない場合があ
ることです。例えば、高血圧症で内科、認知症で精神科に通院している時に、
認知機能低下が問題視されているにもかかわらず、内科医師に主治医意見書作
成の依頼がある場合などです。

  ②要介護認定のための介護保険申請の理由や現在もしくは今後希望する介護サー
ビスについて、何の情報もなく、突然、主治医意見書が医師のもとに送付され
てくることです。したがって、送付された医師は、当該患者の家庭内での生活
状況、身体状況、認知機能の状況の把握が十分できず、主治医意見書を作成す
るのに相当の期間を要することになります。そして、主治医意見書提出の遅延
により、当該対象患者の要介護認定審査時期も遅延することになります。

  ③要介護認定のための介護認定審査会において、同じ対象患者でも認定調査員と
医師の記載内容や判断事項が相違する事例に遭遇することがあり、要介護認定
の委員の判定に影響が出ることがあります。例えば、認知症患者では、診察時
と家庭（もしくは介護・医療施設）内では認知機能の中核症状や周辺症状が異
なったり、日内変動したりすることがあり、同居家族でないと患者情報が把握
できない場合などです。

熊本県及び熊本県医師会をはじめ、全国の他の自治体や各地域の医師会では、要
介護認定時に必要な主治医意見書の記載を円滑に実施するため、事前の患者情報提
供ツール（熊本県の場合は「主治医意見書のための情報提供シート」と命名）を作
成して上記課題に取り組んでおり、敬意を表します。しかしながら、自治体によっ
ては、医師会側から事前の情報提供ツールの必要性を働きかけても、国からの正式
な通達がないとできない旨の回答をしてきます。
要介護認定の申請時に、申請者に対して主治医意見書作成のための患者情報提供
ツールの記載を依頼し、主治医意見書記載書類とともに主治医に送付していただけ
れば主治医意見書の作成が円滑に進み、介護認定審査会での調査員報告資料と主治
医意見書の相違も少なくなることが期待されます。

質問事項

都道府県や市町村によって温度差があり、国からの正式な通達や患者情報提供ツ

ールの様式がないと進まないのが実情です。日本医師会におかれましては、主治医

意見書作成のための患者情報提供ツールの添付の推進について、国が全都道府県や

市町村へ通達するように働きかけていくことが必要と考えます。日本医師会の御見

解を伺いたく存じます。

※背景と質問事項をあわせて代表質問は1，400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙
議席番号   氏名 都道府県

2 9 伊藤伸一 秋田県

題系

日本医師会が目指す医療DXとオンライン診療、HPKIの価値とは？

背景

医療のデジタル化により、医療関係者の業務効率化や労働力不足の解消は最重要課題であり

、医療分野でのDXが急務とされている。ICTの発達は医療現場のあらゆる業務にメリットをもた

らす。

政府は、コロナ禍の臨時的・特例的な措置として初診からのオンライン診療を認め、恒久化

ありきの議論を続けてきた。さらに、2022年度の診療報酬改定ではオンライン診療の初診料・

再診料が評価され、これにより営利を目的としたオンライン診療への参入が懸念される。

日本医師会（以下、日医）は、今までオンライン診療については、原則初診は対面診療とす

るとしてきたにもかかわらず、初診からのオンライン診療が制度化された。

ほとんどの患者や国民は「医療・医学に関する知識が乏しい」のが実情で、オンライン診療

のリスクなども十分に把握していないことが多く、医療安全上のリスクが高まることが避けら

れないのではないか。

国が進めたいオンライン診療モデルは利便性を求めるD to Pであるが、医師不足や医師の偏

在、診療科の偏在に悩む地方で必要なのはD to P with N or Dである。また、今回の指針で距

離要件が撤廃され、営利追及の市場が拡大し、地方の医療提供体制にも影響が出るのは明らか

である。オンライン診療に係わる広告規制や利用可能な範囲を往診可能な地域に限定すること

が必要ではないか。

そこで、日医は、医師の働き方を変える手段でもあった「オンライン診療」という対面診療

にかわる手段の活用において、目指した目的、医療体制とは何であったのか。そして、これま

での制度設計、診療報酬改定などを通して反対意見は述べてはいるが、これからの医療DXを進

める上で、日医が目指す安心、安全な医療体制やかかりつけ医を活かした診療体制とオンライ

ン診療の目指すべき姿とは何かを質問したい。

次に、政府の規制改革推進会議が2月7日に開いた医療・介護・感染症対策ワーキンググルー

プで、厚生労働省は医療の電子署名について、「HPKI」を推奨する記載を関連ガイドライン(G

L)から削除する方針を示している。日医は、これまでHPKIカードの会員への利用普及は、研修

会の受講履歴の管理や講習会受付への利用も想定し、今後来たるデジタル社会において、電子

処方箋の発行や医療情報記載・閲覧時における医師の資格確認における一元的な手段として認

知を高め、取得を促してきた。しかし、今回のガイドラインから推奨手段ではなく、選択肢の1

つとなっており、これでは、資格確認をする手段が利用するシステム毎に異なってくる可能性

があり、日医会員に説明してきたHPKIカードの価値が得られなくなるのではないか。

日医は、今後の医療における電子化、医師の働き方改革などに関わるHPKIカードの活用に関し

て、どのように考え、説明していくつもりか。

質問事項

・オンライン診療という対面診療にかわる手段の活用において、目指した目的、医療体制とは

何か。

・医療DXを進める中で、日医が目指す安心、安全な医療体制やかかりつけ医を活かした診療体

制などとは何か。

また、国はかかりつけ医の制度化の動きもあるが、日医はそれにどのように対処するのか。

・医療における電子化、医師の働き方改革などに関わるHPKIカードの活用モデルの価値と、合

わせて、医師資格証普及に対する今後の取り組みについて伺いたい。

※背景と質問事項を合わせて1，400字（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

15 6 安田健二 石川県

題 名

これからの日本の医療DX (デジタルトランスフオーメーシヨン）について

今回のCOVID-19のパンデミックや昨今の医療をめぐる状況は日本の医療DXに大きな

変化を求めている。そしてその変化にキヤッチアップするためにさまざまなコストや労

力を費やす必要に迫られている。

医療の情報化に伴い、医療関係者は幅広く患者の医療情報をオンライン上に提供し、

いろいろな職種の関係者が医療情報にアクセスすることで効率的な連携が可能になっ

てきている。これは逆に医療という個人情報の最高機密が漏洩の危険にさらされている

ことでもあり、高度のセキュリティー対策が求められる。2021年秋には徳島県の病院が

ランサムウェア攻撃を受け、電子カルテをはじめとする医療データが利用できなくなり

病院機能はマヒした。日常の診療再開までに多くの時間と費用を費やしている。医療機

関単独ではセキュリテイーを保ち続けるために、これから先永久にハッカーとのイタチ

ごっこの状況が続き、医療機関としては多大な負担を強いられることになる。

また、貨幣経済のコストを軽減するために、窓口でのキャッシュレス決済が普及し、

医療機関側の手数料負担が発生する。そしてオンライン資格確認においてはカードリー

ダーや端末の保守費用や更新費用も発生する。これまでかからなかったコストがどんど

ん重くのしかかってくるようになる。

次回診療報酬改定よりオンライン診療の恒久化がなし崩し的に始まる。オンライン診

療を進めるべきという意見が経済界から発せられていることに、多くの医療現場が違和

感を持っている。使い勝手のよいツールは医療機関も採用するであろうが、やはり保守

管理・バージョンアップという名目で課金が増していくであろう。

そして地域医療情報連携ネットワークも、補助金で導入したもののランニングコスト

の負担が大きく、頓挫した例が全国で相次いでいる。しかしながら、この事業は次世代

の医療の重要な事業であるという認識は変わるものではなく、適切な財政支援を講ずる

ことが必要と考える。

国民の生命と健康を守り、安全・安心な医療提供のために医療DXを推進することに異

論はないが、医療機関の財政基盤は盤石ではなく、医療DXの多額の負担を医療機関に押

し付けることには問題が多い。

また医療DXには経産省など様々なステークホルダーが関わってくるが、最終的な医療

責任は厚労省であり医療機関であることは忘れてはならない。

質問事項

  1) 医療現場の意見を基に医療DXを進めるための導入経費や保守管理経費は医療DX基金

や診療報酬に医療DX加算を作ることなどにより対応すべきではないか。

  2) 医療DXには、次代の医療を日医が先取りするためにも、主体性をもってより積極的

に関わっていくべきではないか。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙
議席番号 氏名 都道府県

4 1 土谷明男 東京都

名

コロナ禍での医師の働き方改革の推進について

背 景

医師の働き方改革と言いつつも、その主眼は労働時間の制約であり、2024年4

月から医師の時間外労働時間の規制が始まる。医療界においては労働時間を短

縮しつつ地域医療を維持することが大きな命題となっている。

・宿日直の許可

各医療機関は宿日直の許可を得るために労働基準局と協議を重ねている。現

在当直としている業務が宿日直として認められなければ、日中の勤務からの連

続勤務と見なされ、翌日はインターバルを置くために勤務できない。これに対

応するためには今まで以上の医師を確保する必要がある。しかし、現時点でも

当直医の確保が困難である状況から考えると、全国すべての医療機関で十分な

医師を確保することは非現実的に思える。夜間勤務する医師が確保できなけれ

ば、夜間の医療体制は縮小を余儀なくされる。国民の医療へのアクセスが悪化

することは避けられない。一つでも多 く の医療機関が宿日直の許可を得ること

が地域医療を維持するために重要である。

宿日直許可の基準が制定された当時とは医療を取リ卷 く状況は大き く変化し

ており、今回の改革の中で許可基準は現実を反映するようになってきたもの

の、現状と解離しているため満たせない基準がある。例えば週末の連続する当

直である。そのため宿日直許可の取得が進んでいない。

・勤務医の給与

労働時間の短縮は給与に反映し生活に直結する。勤務医は時間外手当てを含

めて生活費としているのが現状である。また上述のようにこれまでの当直が夜

間の時間外勤務と見做されるのであれば、大学病院のような医育機関から外勤

として当直等を制限することが起こり得る。自院での勤務に支障が出るからで

ある。労働時間が短くなり勤務医の給与水準が低下する懸念がある。しかしな

がら、医療機関は単価を上げるほどの経営上の余裕はない。

・新型コロナウイルス感染症の影響

医師少数地域では地域医療を維持することがこれまでも大きな課題であった

が、東京を始め都市部においては新型コロナウイルス感染症の蔓延により医療

人材が恒常的に不足している。救急医療等に大きな影響がでている。医療界に

おける働き方改革は新型コロナウイルス感染症の発現前から進められていた

が、新型コロナウイルス感染症に対する医療需要が増大している現況を鑑みる

と、2024年4月の時間外労働の規制の対応に影響が出ると思われる。

質問事項

コロナ禍で医師の働き方改革を進める上での課題を日本医師会としてどのよう

に捉えているか。

  (1) 医療機関の宿日直許可の取得に向けた取組み、行政へのはたらきかけ、夜間

救急医療の人材確保支援について

  (2) 労働時間短縮に伴う勤務医の給与について

  (3) コロナ禍で医師の働き方改革を推進する影響について
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

14 0 塚田芳久 新潟県

題 名

医師少数県における医師働き方改革と救急医療体制の雑持について

背 景

新潟県は医師偏在指標47位の医師少数県である。7二次医療圏のうち5圏域

が医師少数圏域である。国は2036年に医師少数県を離脱するために、今後医

師偏在解消が最も進むと仮定しても、1,500名以上の医師不足があると推計

した。そのため、臨床研修医を現在100名/年から毎年平均109名増やし、20

〇名/年以上にする必要があると推計された。これを受け、令和元年に24名

であった地域枠医学生を令和5年には53名に増やすなど、医師確保計画を進

めているが、偏在解消のめどは見えてこない。

地域医療構想の議論以前から存続が不安視された公立一公的病院の多く

は、再検証対象436病院として指定され、新潟県は最多の22病院であった。

一方で、新潟県は可住地面積が4,535km2と北海道に次いで広く、豪雪地や佐

渡・粟島の離島を有して、医療アクセスには恵まれていない。その広い県土

の救急医療は、県内125病院の連携とその過半数を占める64救急告示病院を

中心に支えてきた。

今回、新潟県医師会は医師働き方改革が全面実施される2024年に向け、救

急医療へ病院アンケートを行った。73病院（58. 4%)が回答し、短期間には医

師・看護師確保等に改善が見込めず、時間外救急受入の縮小を検討してい

た。その結果、二次救急輪番参加43病院中7病院（17%)が二次輪番離脱及び救

急告示の撤回を、16病院（39%)が二次輪番離脱及び時間外診療をかかリつ

け患者限定とする予定と答えた。これら23 (53%)の病院が二次輪番・時間

外救急医療から撤退すると、新潟県の時間外救急医療は崩壊の危険性があ

リ、ひいては機能縮小病院の存続が危ぶまれ、県民の医療アクセスが脅かさ

れることになる。

質問事項

労働基準法の医師要件、医療法の宿日直要件等を緩和することなく、医師

偏在の解消を待つことなく、2024年に医師働き方改革が本格実施されると、

地域での救急医療の崩壊を招く現実が本県アンケートから見えてきた。これ

に対し、当該医療機関や都道府県の努力には限界がある。日本医師会は崩壊

直前の救急医療に対し、国への働きかけや地域格差解消・地域支援にどのよ

うに取り組まれるか、お考えをお聞かせ願いたい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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背 景

終戦後の1940年代後半からの日本薬剤師会の悲願であった医薬分業の進展は困難

を極めたが、1973年の日本医師会武見会長と日本薬剤師会石館会長との会談後、

1974年度診療報酬改定を経て、本格的な医薬分業となった。そのため日本薬剤師会

では、1974年を医薬分業元年としている。しかし2013年の日医総研ワーキングペー

パー（以下WP)によると、本格的な医薬分業による院外処方の増加は1990年以降に

なる。同WPによると、1992年より、厚生省の医薬分業の定義が変化し、医薬分業は

院外処方を意図したものとなっている。その後門前薬局が医療機関の前に列をな

し、院外処方は急激な伸びを見せ、薬局調剤医療費も急激に伸びることとなった。

院外処方が増えるにつれ、管理者が自ら管理していない薬局（=チェーン店化した

薬局）が増加し、スケールメリットが生じ、調剤サービスは営利目的となり、医療

費は民間営利業者に流れることになった。その後、2015年経済財政諮問会議で塩崎

厚生労働相は門前薬局の在り方の是正に意欲を示し、更に危機感を持った中医協で

は、2016年度診療報酬改定において、大型門前薬局に関して、ルールの改善を行っ

ている。

しかしその間の2014年には「フェンスなどで仕切られていると、身体が不自由な

人、車いすを利用する人、子供連れ、高齢者にとっては不便なので、いったん公道

に出て入りなおすという杓子定規な考え方は見直してほしい」と言う行政相談を受

けた総務省が、厚労省に改善を申請した。翌2015年には、政府の規制改革会議が規

制の見直しを答申した。それに押され厚労省は規制緩和を決め、2016年3月1日に通

知を改正し、2016年10月1日より医療機関と保険薬局の「経営上の独立性」の確保

の下、患者の利便性向上を目的として、敷地内薬局が可能となった。

その一方で厚労省は2015年10月「患者のための薬局ビジョン」を発表し、薬局は

かかりつけ薬剤師・薬局として、かかりつけ医を始めとした他職種・他機関と連携

し、地域に溶け込み、地域包括ケアシステムの一員として機能することを目指すと

している。これは薬局のありかたとして、2つの相反する動き、すなわち「門前か

ら門内」なのか、それとも「門前から地域」なのかを問われることとなる。

古いデータで恐縮だが、日本薬剤師会の2020年12月時点の敷地内薬局誘致状況で

は、敷地内薬局が全国で186件（41都道府県）うち国公立病院56件、診療所32件、

公的病院31件、社会保険病院4件、その他63件となっており、当初予想された大病

院の敷地内薬局とは異なった状況になっている。

問題点は多々ある。

薬局の面分業としての役割

地域に根ざす薬局との関係

医療機関と薬局が「大家と店子」の関係となること

薬局の敷地内クリニックも最近は出てきている現状

中間業者を介することで、独立性が証明される可能性

第3者が敷地を所有し、右に医療機関、左に薬局も十分可能であること

上記により、同一建物内に医療機関と調剤薬局の併設が可能（病院内調剤薬局）

敷地内薬局は、患者が他の医療機関を受診した場合に当該薬局を利用することは

想定しがたく、患者の利便性が悪化している

このような状況を踏まえ質問をする。

質問事項

  ①敷地内薬局は、病院薬剤部の外部委託そのものではないか

  ②敷地内薬局の解禁は医薬分業を形骸化するものではないか

  ③医薬分業は名ばかりで既に崩壊しているのではないか

  ④今後どのような形態まで容認するものなのか

日本医師会の見解をお伺いしたい。

題 名

敷地内薬局について

   2 藤原秀俊北海道

  議席番号氏名 都道府県

代表質問用紙

①
②
③
④

⑤
⑥

⑦
⑧
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代表質問用紙
議席番号   氏名 都道府県

18 0 加藤雅通 愛知県

題 名

令和4年度診療報酬改定を問う。

背 景

昨年12月22日に厚生労働大臣、財務大臣折衝により診療報酬本体の改定率が

プラス0.43%に決定され、厳しい財務状況の中でのプラス改定には一定の評価

が下されるとの見解を中川会長は示されました。

今回の改定では看護職員の処遇改善として0. 2%のプラス改定がなされました

が、もとはコロナ克服・新時代開拓のための経済対策として銘打った国策の一環

として行われる看護職員等処遇改善事業であったものです。令和4年2月から9

月までは補助金として都道府県に交付され、10月からはその財源を診療報酬で

賄うというものであり、極めて異例な措置であると言えます。補助金で行われる

事業を診療報酬に回し、見かけ上プラス改定に誘導するという姑息な手法である

と考えられます。

リフィル処方箋は、2010年に厚労省に設置された検討会で提唱され、2016年

の診療報酬改定でもいったん議論の俎上に上がりましたが、当時日医副会長であ

った中川委員の強硬な反対により阻止され、代わりに分割調剤の拡大が導入され

たという経緯があります。その後社会保障審議会や中医協において繰り返し議論

の俎上に上がりましたが、医師会はもとより薬剤師会もリフィル処方箋の導入に

は慎重な姿勢を表明していました。しかし今回ついに導入に踏み切られたのは、

財政上の理由、すなわち財務省の意向が強く反映されたものと考えられ、0.1%

のマイナス程度では済まない重大なインパクトをもたらすであろうことは想像に

難くありません。

一部メディアでは決まり文句のように診療報酬は医師の技術料と謳っています

がこれは誤りで、保険医療機関が行う診療行為全般や医療従事者の人件費などの

対価であって、健全な医療経営を賄うための原資です。また診療報酬とは保険適

応とする診療行為の範囲を定める「品目表」としての性格と、個々の診療行為の

公定価格を定める「価格表」としての性格を併せ持ったものです。診療報酬改定

とはこれらの要素を医療技術の向上や政策的な要因等で改定することを示し、そ

れらを積算した総額を現行の診療報酬と比較したものが改定率として示されま

す。いわゆる医療費の自然増と言われるものは先進医療などの保険収載や医療の

高度化などよるもので、今回保険適応となった不妊治療も自然増の範疇に入るも

のと考えられます。したがって不妊治療も保険収載される他の先進医療とともに

改定率の範疇から除外するべきものであって、不妊治療だけを取り上げて改定率

の増大（0.2%増）とするのは本来の診療報酬改定の考え方から逸脱するものと考

えられます。このような本来の診療報酬改定の根幹を歪めるような手法を容認し

ては禍根を後世に残すものと思われます。

質問事項

日医執行部として今回の診療報酬改定をどのように総括しているのでしよう

か。その真意を問いたいと思います。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。（ 字)
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

2 9 6 沖中芳彦 山口県

題名

「オンライン初診」の恒久化とリフィル処方箋の今後について

背景

今次診療報酬改定で、「オンライン初診」恒久化とリフィル処方箋解禁が俎上に上

っている。現時点で詳細は完全に鮮明ではないが、今後の医療の在り方に大きい波紋

を投げかけているのは確実であり、特に一般開業医にとっては自院運営の大きいハザ

ードともなりかねない。また、この二つが現在のコロナ禍に乗じて出て来た印象も当

然ながら拭いきれない。

オンライン診療については先般実施された都道府県医師会対象のアンケート調査に

よれば、「解決困難な要因によって、医療機関へのアクセスが制限される場合に、対

面診療を補完するもの」との認識が全医師会で共有されており、アクセスの制限とは

「離島・へき地などの地理的アクセスが制限されている場合」や「感染症の流行など

…」を理由とするものであり、「患者本人の都合で行うべきではない」の意見が4 3

医師会で大半を占めている。リフィル処方箋についても、改定財源捻出の手段として

急遽浮上したもので、具体的な議論もなく制度設計も不明確なままである。

今回のコロナ禍において、受診患者数の減少により、診療科によっては経済的な打

撃から回復できていない医療機関も多い。感染爆発による入院医療の逼迫や入院医療

従事者の疲弊は喧伝されてきたが、入院設備を持たない一般開業医も日常のワクチン

の個別接種、平日の夜間或いは土・日の集団接種への出務、発熱外来での患者対応、

在宅療養の支援等、政府の指示通りに真摯に最大限の協力をしてきたはずである。

特に昨今の第6波では、多くの一般開業医が中心となって在宅療養の支援に当たって

いる。

しかし、その挙句が今次診療報酬改定のこの状況(改定率を含め）では、医療従事者

のモチベーション低下は否めないものと思われる。特に、今後の医療に大きい禍根を

残しかねない、蟻の一穴ともなりかねない2つの制度がコロナ禍を梃子として出て来

たように考えられ、甚だ理不尽と言わざるを得ない。

質問事項

アンケートによっても多くの医師が反対している「オンライン初診」の恒久化や、

対応可能な薬局薬剤師の調査も無く、議論不十分のまま導入されようとしているリフ

イル処方箋が、今後安易に拡大されないように、コストではなく医療の質を担保する

方向での対応を強く要望したい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

2 0 7 濱島高志 京都府

題 名今期の診療報酬改定（初診オンライン・リフィル処方箋の導入）について

背 景

今期の診療報酬改定において、初診オンラインが恒久制度化されました。そもそもオンライン診療

は、まだコロナのワクチンや治療薬がない状況下、感染のリスクが非対面診療のリスクを上回る、と

いう医学的理由で例外的に導入されたものでした。予想通り電話診療後に急性喉頭蓋炎や扁桃腺炎な

どで救急搬送されたなどの事例が一定数発生しています（ただし後の厚労省の検証ではこのような重

要アクシデントの報告は皆無でした）。ただ感染予防策や治療法が確立するにつれて、コロナ陽性者

を除く一般患者への電話診療は激減しましたが、これはオンライン診療が質や安全性において対面診

療に及ばないということを医療側・患者側ともに再認識したからでしよう。

将来には対面診療と同じ質・コストの診療手段が実用化される時が来るでしょうが、現在の情報伝

達技術では対面診療に遠く及ばず、再診でも時期尚早、初診など言語道断と言わざるを得ません。

しかし、中医協の議論において日医執行部はじめ診療側の正論が通らず、科学的検討がほとんどな

されないままに初めから導入ありきの結論が通ってしまいました。

リフィル処方の導入に至っては、中医協で何ら議論する事なく保険診療に導入となりました。その

実施はあくまでも処方医の判断に委ねられるとは言え、医療安全知識の非対称性ゆえ患者が利便性を

求めて医師にリフィルを要求するケースも想定され、診療現場での混乱が危惧されます。そもそも臨

床経過や診断名を知らない薬剤師が健康観察をするのは無理があります。それを補完するための運用

留意事項を見るに、薬剤師のチェック内容や処方医との連携方法及びその責任が曖昧な点など疑問点

が数多く存在し、スムースに運用できるとは考えられない内容です。

なによりリフィル処方は「医師は自ら診察しないで処方箋を交付してはならない」という医師法2

0条の立法精神に反するもので、このように法解釈を都合よく拡大していく事に非常な危惧を覚えま

 す。

これまで我々医療界はもちろん厚労省も、「有効性」と「安全性」が科学的に確認されているもの

のみを公的保険に導入する、という前提に立って議論してきました。もちろんこれは世界のスタンダ

ードな考えでもあります。

しかし上記2項目に関しては、「有効性」と「安全性」よりも「利便性」や「経済効率」を優先させ

て保険導入したことは誰が見ても明らかです。

行き過ぎた経済優先の考えが歪みを招いた典型が後発医薬品の促進政策です。我が国は後発医薬品

メーカーが200社（ちなみに米国は10数社）も乱立し、かつ国へ提出する薬剤データも非常に簡

便、など安全性を軽視した安易拙速な制度運用がもたらした結果は周知の通りです。

このように昨今の医療政策には、経済効率や利便性を追求する経済・財政界のあからさまな要求

が反映され、特に厚労省の諮問機関として保険診療の具体的方向性を決定する中医協の位置付けが軽

視されている事に非常に強い懸念を覚えます。「コロナ禍に乗じて財務省などの圧力で無理やり公的

保険に導入された」我が国の保険史上に残る汚点になりかねません。

質問事項

この事に関して、日々行政と対峙しておられる日本医師会執行部の皆様のお考えと、日医執行部を

支えるために個々の医師会員が行うべき事をお聞きしたく質問させていただきます。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。

15

43/47



代表質問用紙
議席番号 氏名 都道府県

10 1 廣澤信作 埼玉県

題 名

リフィル処方箋の導入とオンライン診療について

― 医師の裁量と自覚一

背 景

今回の診療報酬改定では、リフィル処方箋が導入された。医薬品の投与期間は、

従来14日程度であったが、2002年に一部の医薬品を除き、投与日数の上限が廃止さ

れた。しかし、無制限となることはなく、多くの医療機関では投与期間の上限を電

子カルテ上等で設けた。2016年の診療報酬改定にて分割処方箋が導入され、長期保

存が難しい薬剤等で医師の指示で、分割回数は3回までとされた。2018年度診療報

酬改定の結果検証に係る特別調査では、病院8 %、診療所約5 %の利用で、当県で

は、最新のデータでも約0.02%であった。

2021年6月18日の「経済財政運営と改革の方針2021」、いわゆる骨太の方針2021

にて「一定の期間内に処方箋を反復利用できる方策の検討」が盛り込まれ、2022年

度の診療報酬改定では、「症状が安定している患者について、医師の処方により、

医療機関に行かずとも、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を

反復利用できる、分割調剤とは異なる実効的な方策を導入する」とのことで、リフ

ィル処方箋の導入・活用が決定されました。「総使用回数の上限を3回まで、1回

当たりの投与期間と総投与期間は医師が患者の病状を踏まえて個別に判断する」こ

ととなった。処方箋には、「リフィル可」欄を新設し、向精神薬や湿布薬は対象外

となっている。

一部には「できるだけ長く」と要求する患者が出てきているが、医療機関では

「医薬品の投与期間は、基本は30日である」ことを説明し、これまで対応してい

る。今回のリフィル処方箋導入により、これまで積み上げられてきた「慢性疾患患

者の疾病管理の質を下げるリスク」がある。医療費抑制の観点からと思われるが、

外来時間の短縮などの面もあるが、受診回数が減少し、患者の些細な変化を見逃す

という大きなリスクがある。

また、新型コロナウイルス感染症禍で2020年4月から特例的に解禁したオンライ

ン診療の、初診からの恒久化措置も講じられて診療報酬が引き上げられ、対面診療

の報酬水準に近づけられている。初診からは6%程度と低迷しており、対面診療の

みで実施可能は診療行為があるからであり、引き続き調査・検証が必要である。

日本では医師のみ処方権を保持しているが、初診からのオンライン診療もしかり

であるが、重要なことは、患者との信頼関係の上で診療行為が成り立っていて、そ

れを選択する「医師の裁量」と、「医療の質を維持する」ことである。今回の改定

時の議論の場が、「医師の裁量」権に積極的に介入する前例となる懸念もあるが、

すべての医師が、「医療の質の維持」をするために、適切な診療を行ない、適正な

処方をする意識、自覚、そして高い倫理観を共有することが求められる。そのため

にも「医師の団体の在り方検討委員会」報告書でも提言されたが、職能集団として

の日本医師会の組織率を高めるベく、医師全員が加盟する団体となることも必要で

ある。「医師の裁量」や「医療の質の維持」が適切なものとして、更に、法的に広

い「医師の裁量」権の基礎となる医師免許取得する学生を育てる医学教育の場で

も、広い「医師の裁量」の重要性を教え、高い倫理観を持てるようにすることは言

うまでもない。

質問事項

そこで、「医師の裁量」・「医療の質の維持」と組織率向上に対する日本医師会

の考え方と、今後の進め方についてお伺いしたい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

2 6 5 安東範明 奈良県

  題 名後発医薬品メーカーの不正に端を発する供給不足問題について

背 景

2020年、後発医薬品大手の日医エで再加工などの不正が発覚しました。また、小林化工では経口抗

真菌剤イトラコナゾール錠に睡眠導入剤の成分が混入し死者が出ました。両社は医薬品医療機器等法

(薬機法）に基づく業務停止命令を受けました。

この2社だけでも後発医薬品の約1割の生産がストップしました。その後の調査で後発医薬品メー

カーの不正や不備が次々に発覚し、ドミノ倒しのように各社の後発医薬品が出荷停止に陥りました。

そのため後発医薬品の新規患者への処方や、すでに後発医薬品を処方している患者への継続処方も困

難になりました。やむなく先発品に戻そうとしても、すでに特許の切れた先発品の80%近くまでが後

発医薬品に置き換わっているため先発品も品薄です。患者に処方する薬がなく患者の命が危ぶまれて

いる状況で、この正常化には今後2—3年かかると言われています。

いまや後発医薬品に対する国民の信頼は地に落ちたと言えます。国の推進政策のもと、後発医薬品

メーカーは増産に継ぐ増産で対応してきました。根本的な問題として、急増する生産に管理体制が追

い付かなかったことが明白です。毎年薬価改定が始まり、昨年4月の薬価改定でも後発医薬品がほと

んど引き下げを受ける中、メーカー数も多く各社の競争が過当化し、「安定供給」「品質保持」「収益確

保」の間で綱渡りとなっているのではないでしようか。国はこれまでのジェネリック医薬品推進一辺

側の政策を見直す必要があります。後発医薬品メーカーのガバナンス強化など必要な対策強化などに

舵をきるべきです。

昨年11月の日立物流西日本物流センターの火災がさらに後発医薬品供給不足に追い打ちをかけま

した。日本ジェネリックは今年1月24日に5成分6品目、2月3日に2成分3品目の出荷調整を追

加しました。2月3日共和薬品は原薬の調達困難を理由に新たに2成分3品目を販売停止にしまし

た。このように今年に入って状況は改善するどころかますます悪化しています。このような状況の中、

あろうことか今年の診療報酬改定では外来後発医薬品使用体制加算などの基準が5%引き上げられる

見込みです。

現状では後発医薬品への新たな切り替えは困難です。「後発医薬品の数量シェアを、2023年度末ま

でにすべての都道府県で80%以上とする」といった国の目標についても、その妥当性について再検討

し見直す必要があります。日本医師会には後発医薬品の抱える問題について積極的に対処していただ

きたいと考えます。

質問事項

  1. 後発医薬品供給不足問題についての日本医師会の現状分析と今後の方針についてお伺いします。

  2. 医療費適正化計画にも関連する「後発医薬品の数量シェアを、2023年度末までにすべての都道府

県で80%以上とする」という国の政策は現状に照らして妥当であるか、日本医師会のお考えをお

示しください。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号 氏名 都道府県

3 5 8 小牧斎 宮崎県

題 名

後発医薬品の供給不足への対応について

背 景

後発医薬品の供給不足が深刻化している。2020年、主カメーカーで不正が発覚

したのが発端で、生産の一時停止や出荷調整により後発医薬品が品薄状態に陥っ

た。更に一部の医療機関や薬局が購入量を増やしたこともあり品薄感が急激に強

まった。そのためメーカー各社は、増産体制を敷いたものの対応が追い付かず、

今年に入っても供給不足はなお続いている。その原因は大手メーカーが出荷調整

を続けていることが大きく、大手の供給が通常に戻らなければ不安は解消され

ず、完全な正常化には2~3年かかるともいわれ、早期に収まる兆しはない。

医療現場では、他メーカーの後発医薬品や先発医薬品に変更などの対応を強い

られており、そのあおりで「先発医薬品も不足し患者に薬を処方できない期間が

あった」、「先発医薬品を使用することによって一部負担金が高くなり患者側か

らクレームがついた」などとの事例もあると聞く。

安価な後発医薬品は医療費の抑制に一定の役割を果たしてきた半面、今回の混

乱により、品質よりも供給を優先してきた実態と安定供給に問題があることが露

呈した

日本医師会は、以前から後発医薬品の品質、効果、安定供給、医薬品の情報提

供などに不安があり、医療費削減を目的とした安易な使用促進に警鐘を鳴らし、

国やメーカーに適切な対応を求めて来たが、その不安が現実のものとなった。

質問事項

国は、後発医薬品の品質と供給体制に責任を持つと共に、安全性と安定供給を

確認した上で使用促進を進めていただきたい。また今回のように医薬品の供給が

滞る場合には、不足する医薬品とその量、増産体制や解消見込みなどの状況を早

急に把握し、現場の医療機関や薬局などに情報提供する仕組みを構築すること

が、発注量の精査や代替薬の選択に資すると考えるが如何か。

今回の後発医薬品の問題と今後の医薬品の安定供給について、日医の考えをお

聞かせいただきたい。

※背景と質問事項をあわせて1,400字以内（5分以内）を目安とする。
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代表質問用紙

議席番号   氏名 都道府県

2 5 0 橋本寛 兵庫県

  題名日医の発信力強化を

背景

今回のコロナウィルスパンデッミクでは感染症対策の最前線に立つ保健所、厚労省のマンパワ

一、感染症病床の不足が諸々の対応の遅れをもたらした。その根本原因は過去3 0年に及ぶ、行

き過ぎた行財政改革、効率優先の「小さすぎる政府」であり、それを推進した新自由主義経済学

者とメディア、政治家にあることは明白だ。しかし、現実は未知のウイルスに対する不安と誤解

から主に以下の批判が医療界に向けられた。

  1) 発熱者の対応に民間医療機関が消極的だ

感染防御に必要な物資が全く供給されていない初期時点では困難だったが、現在は発熱・検

査外来の指定を受けている医療機関は十分にあるし公表もされている。地域医師会が検査外

来を設置したところもある。しかし、財務省はこの事を強調し、フリーアクセスは機能して

おらず、地域で登録制のかかりつけ医を導入し発熱患者を受け入れさせる事を主張してい

"る〇

  2) 病床数が多い日本でコロナ患者の入院受け入れができないのは民間病院が受け入れに消極的

だからだ

高名な評論家・政治家もこぞって日本の病院がコロナ患者を充分受け入れできず医療崩壊を

招いた事を批判した。日医総研のリサーチレポート「日本の病床数」は日本の病床の特殊性

を説明しているが発信が不十分で、いまだに十分な理解が得られていない。

  3) コロナワクチンの接種遅れは開業医が接種に非協力的だから

ワクチン接種の遅れの最大の原因は、ワクチン認可の遅れと、供給不足にあるにもかかわら

ず、多くのメディアは打ち手不足にのみ焦点を当てた報道を行い、開業医の非協力が接種の

遅れであるかの報道をした。事実は全くの逆であり、会員の協力で接種は進み先進国中接種

率は高い。しかし一度貼られたレッテルはすぐには消えない。

これらの誤解に基づく医療界に対する批判が日医批判につながり、若手医師の中には日医の対

応、行動力に対して不信を抱く者も見られ、今後の課題である組織力強化には由々しき問題と考

える。よって日医の発信力強化に関して以下質問する。

質問事項

  ①社会の誤解や若手医師に対する日医の発信力強化は組織力強化の面からも早急に行う必要

があると思うが執行部の見解は？

  ②発信力強化の基本は人材であり日医として対外広報に特化した担当部署を設け会長直属の

専任広報官を新設すべきではないか。対外広報にはマンパワーが必須であり他の部門も担当

する現在の役員制度では迅速な対応を含め発信力強化は困難と考える。

※背景と質問事項あわせて1，400字以内（5分以内）目安とする。
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郡市医師会別医師会員数（令和４年４月１日現在） 

            ならびに会員異動（３月分）について 

 
 
 

         （１）郡市医師会別医師会員数（別紙） 
 
 
         （２）令和４年３月１日～４月３１日までの、入会・退会･異動 

          にかかる報告。 （内訳は別紙） 
 
                今回報告数 ・・・・・・ １４７名 
                      入会 ・・・・・・  ３９名 
                      退会 ・・・・・・  ７３名（死亡 １１名） 
                      異動 ・・・・・・  ４７名 
 
 
 
 
 

1

桃木常任



　　　　　　

郡　市　医　師　会 Ａ１ Ａ２B Ｂ Ａ２C C 合　計

浦和医師会 324 109 147 3 31 614

川口市医師会 254 47 163 0 0 464

大宮医師会 289 83 233 10 76 691

川越市医師会 178 45 96 0 0 319

熊谷市医師会 125 22 73 0 0 220

行田市医師会 29 5 23 6 0 63

所沢市医師会 179 64 96 0 0 339

蕨戸田市医師会 115 18 55 1 0 189

北足立郡市医師会 151 53 100 0 14 318

上尾市医師会 91 17 54 0 0 162

朝霞地区医師会 184 36 122 2 0 344

草加八潮医師会 142 23 36 0 0 201

さいたま市与野医師会 69 10 45 25 5 154

入間地区医師会 70 20 40 0 0 130

飯能地区医師会 59 17 40 0 0 116

東入間医師会 123 38 55 0 0 216

坂戸鶴ヶ島医師会 91 20 27 0 0 138

狭山市医師会 61 22 50 0 0 133

比企医師会 115 22 69 0 0 206

秩父郡市医師会 74 30 15 0 0 119

本庄市児玉郡医師会 77 31 41 0 0 149

深谷寄居医師会 94 33 55 1 0 183

北埼玉医師会 70 29 18 0 0 117

南埼玉郡市医師会 143 46 69 0 1 259

越谷市医師会 139 52 191 19 76 477

春日部市医師会 103 34 90 0 0 227

岩槻医師会 48 29 42 0 0 119

北葛北部医師会 45 12 19 0 0 76

吉川松伏医師会 38 4 30 0 0 72

三郷市医師会 59 12 31 0 0 102

埼玉医科大学医師会 4 15 195 0 9 223

防衛医科大学校医師会 1 16 19 1 0 37

＊＊＊　総　計　＊＊＊ 3,544 1,014 2,339 68 212 7,177

前月比 -5 -2 -17 -3 -7 -34

　　　　　【埼玉県医師会会員区分】
　　　　　　　　Ａ会員：日本医師会Ａ１
　　　　　　　　Ｂ会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ
　　　　　　　　Ｂ特会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ【大学医師会会員】
　　　　　　　　C会員：日本医師会Ａ２C・C

郡市医師会別医師会員数（令和4年4月1日現在）

2



     埼玉県医師会々貝入会・退会異動報告書令4.3,” ~令4.4.6 令和4年4月1日報告No.l 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分

会員種別
..一.|
菱寅承¢2

変更事*3

変更事*4

変更事*5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号
備考

FAX番号

4/1/27

浦和医師会

異動 現住所変更 アレ 小 シメヒテ’アキ 338-0815 さいたま市桜区五間字古貝戸150—5 医)風仁会 048-840-0234

一 A1 転居 七五三秀昭 七五二こどもクリーック

4/2/3

浦和医師会

異動 現住所変更

内

Iント‘ウミツヒロ 336-09H さいたま市綠区三室950— 1 医)社団青洋会 048-876-0360

―A1 転居 還箱光洋 そら内科クリーック

4/2/28

浦和医師会

内

'1^ カワコ‘1ミツヒロ 330-0072 048-886-5014

A2B ―退会 川越光博

4/3/1

浦和医師会

336-8760 医)社団白報会 048-812H 888

―* B 神田有紀 イオンモール浦和寨圓1階 メディカルクリーツクドクターフンド

^/3/!

浦和医師会

入会

内

呼内 カバアキコ 336-0021 さいナ-ま市南区別所6-18-8 医)明医研 048-866-7350

A2B アレ 亀井亜希子 デュエット内科クリーック

4/3/9

浦和医師会

異動 現住所変更

皮

ワタナへ・チハル 330-0055 さいたま市浦和区東高砂町9-1 医)千美会 048-813-1188

一 A1 転居 渡邊千春 SUMIDAONE 本館 5F 千春皮フ科クリーック

4/3/31

浦和医師会

退会 医師会の異動 小 タケウチホダカ 336-0918 さいたま市緑区松木3 — 26 — 31 医)社団順伸クリニック 048-874-1133 大宮へ

A1-退会 竹内穂高 害浦和メ子ソカルフ・うサ‘3ド 松の木こどもクりーック

4/3/31

浦和医師会

退会 その他 研修 ヤマモトシュンタ 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-9-3 独行法)地域医療機能推進機構 048-832-4951

A2C -退会 山本峻大 埼玉メディカルセンター

4/3/31

浦和医師会

退会 その他 研修 アヾトオル 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-9-3 独行法)地域医療機能推進機構 048-832-4951

  C —退会 阿部亨 埼玉メディカルセンター

4/3/31

浦和医師会

退会 その他 研條 カネコタケヒロ 330-0074 さいナ-ま市浦和区北浦和4-9-3 独行法)地域医療機能推進機摘 048-832-^951

  C -*退会 金子健洋 埼玉メディカルセンター

4/3/31

浦和医師会

退会 その他 研修 ハタユウスケ 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-9-3 独行法)地域医療機能推進機構 048-832-4951

C -退会 畑悠佑 埼玉メディカルセンター

4/3/31

浦和医師会

退会 その他 研修 ヤキー伯 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-9-3 独行法)地域医療機能推進機楢 048-832-4951

  C -退会 八木梨樺 埼玉メディカルセンター

4/3/31

浦和医師会

その他 研條 ヨシダリホ 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-9-3 独行法)地域医療機能推進機構 04S-S32-4951

c —退会 吉田理穂 埼玉メディカルセンター

4/4/1

浦和医師会

施段所在地変更

内

外 サカタリュウイチ 330-0064 さいたま市浦和区岸町4-18-19 医)容紘会 048-822-2220

―A2B 移転 坂田隆一

4/4/1

浦和医師会

施段所在地変更   反麻 ヨシオカヨウコ 330-0064 さいたま市浦和区岸町4-18-19 医)容紘会 048-822-2220

―A2B 移転 吉岡容子 高梨医院

4/4/1

浦和医師会

異動 施投所在地変至   内脳内タカナシクニヒコ 330-0064 さいたま市浦和区岸町4 -18-19 医)容紘会 048-822-2220

―A1 移転 脳外 高梨邦彦 高梨医院

4/4/!

浦和医師会

入会

内

呼内 ホソキケイスケ 330-0061 さいたま市浦和区常盤5-8-45 070-7537-

―A1 紐木缺祐 苗|||ドル;>01 常某ホームクリーック

4/4/!

浦和医師会

入会

内

脳内 トサモトフミ 336-0926 さいたま市綠区東浦和2-18-9 一医)寛順会 04S-S10-1555

A2B 土佐素史 土佐クリーック

4/4/1

浦和医師会

肛 消外 ススキアサミ 336-0963 さいたま市綠区大字大門1941-1 医)時任会 048-878-6411

―* B 鈴木麻未

4/4/1

浦和医師会

外

イハラタケシ 338-0837 さいたま市桜区田島4-35-17 医)社団松弘会 048-866-1717

 ―B 井原健

4/4/1

浦和医師会

施設所在地変更現住所変更 耳 オノタカコ 330-0062 さいたま市浦和区仲町2-16-5  医） 048-822-6063

―A1 移転 小野敬子 浦和CSBビル2F

4/4/1

浦和医師会

アレ 小 *ワマタリヨウ 336-0918 さいたま市緑区松木3 -26 - 31 医)社団順伸クリニック 04S-874-1133

―A1 川又竜 東浦和メディカルブラサ‘3F 松の木こどもクリーック

3/5/31

川口市医師会

その他 外 イパIタケシ 333-0831 川口市木管呂1317 医療生協さいたま生活協同組合 048-29B-4771

  β一退会 井上聚 埼玉協同病院

3/10/16

川口市医師会

死亡 眼 サクライノブユキ 332-0032 川口市中育木4一 14一 15 048-256-0003

A1-退会 桜井宣由

3/12/31

川口市医師会

退職

内

心内 ニカ仆‘ウヒロフミ 333-0844 川口市上青木4-2-6 医)陽仁会 043-267-2218

  B —退会

精

脳内 二階堂洋史

4/1/4

川口市医師会

施段所在地変更
内

小 ヤマダアユミ 332-0035 川口市西青木5-1-40 医療生協さいたま生活共同組合 048-251-6002

A1 移転 山田歩美 さいわい診療所

4/1/7

川口市医師会

小 カマタヒ于’卜 333-0817 川口市戸塚南1-1-5 048-294-0365

—A2B 釜田秀人 Sunnyキッズクリニック 048-294-0366
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    埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令4・川~令446 令和4年4月1日報告N0.3 日本医師会用

年月日

@属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

4/2/1

Bf;尺 Tpgg¢ 会

異動 産婦： セトミチ八ル 359-1128    所沢市金山町8—6 医)慈桜会 04-2922-0221

04-2929-0589
―A2B 転居 瀬戸理玄

4/3/3

配尺¢ggipg

異動 小 リヨウナオヒロ 359-1124    所沢市東住吉2—4
04-2924-2525

04-2924-2524
-* A1 転居 梁尚弘 クBSD

4/3/11

尺¢ggip 自

モロ八シトオル 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘4 一2692— 1 社医)至し会 04-2920-0500

-* A2B 諸橋徹 圏央所沢病院

4/3/31

訊・:R市疾師会

ヤマモトコウイチ 359-0025
04-2992-1151

  B ―退会

放

山本幸一

4/3/31

尺市医師会

フセシゲル 359-U52  所沢市北野3— 1 ー・π 医)啓仁会 04-2949-3385 ' 東，〒、都へ

  β―退会 布施滋

4/2/3

嚴戸田市医師会

退会

  A2B 退会

死亡

耳

ァかントシヤ 335-0013 戸田市甚沢1-45-20 医)惠志会 048-443-0765

048-443-0781明石番也

4/3/31

嚴戸田市医師会

退会 消外- スミ于ツオ 335-0023 芦田市本町1一19 一 3 医)社団東光会 043-442-1111

048-442-1115

東・!?、都へ

  B -退会 壽美哲生

4/3/31 退会 呼外' カタ八’ ノリァキ 335-0023 戸田市本町1-19-3 医)社団東光会 048-442-1111

048-442-1115
  B —退会 片場寅明

4/3/31 退会

  B ―退会

その他

内

八ヤシタ‘ヤスアキ 335-0026 戸田市新曽南3-4 — 25 医)高仁会 048-442-3824

048-433-3741林田康明 P田病院

4/4/!

嚴戸田*$医師会

異動 施段異勤 外 仆ウトシオ 335-0002    蕨市塚越7-34-2  医） 048-441-0750

048-433-0611
伊藤利男

4/4/1

蕨戸田¢医師会

入会 呼外= イシス’ミタイチDウ 335-0023 戸田市本町1一19 一 3 医)社団東光会 048-442-1111

048-442-Vi'is"
 ―B 石角太一郎

4/2/!

北民古・郡市医師会

入会

 こB
消内： サ仆ウクニナカ’ 362-0806 北足立郡伊奈町小室9419 医)社団愛友会 048-721-3692

048-722-9983齊藤訓永

4/2/19

北足jSgSTtig師会

363-0020
048-789-2200

―A1 住居表示 楢原秀之

4/3/31

サS竹都古陪師会

365-0027 鴻巢市上谷2073番地1 医)社団鴻愛会 048-541-1131

  B ―退会 消外‘ 室橋隆

4/4/1

北足立SSffi医師会

異動

B ― A1
会員区分変更 整外； オタ‘テツヤ 365-0027 ?葛巣市上谷2073番地1 医)社団鴻愛会 048-541-1131

048-541-2730
管理者交代 織田徹也

4/4/、

北足立郡市医師会

 irノナ・Jフミヒα 365-0027 医)社団鴻愛会 048-541-1131

A1―B 管理看交代 神成文裕

4/4/1

北足立郡市医師会

362-0806 地方独行法)埼玉県立病院根構 048-722-1111

 ―B 小倉傷

4/2/28

上尾市・医師会

タナ*ケイタ 362-0059 社掻)安誠福祉会 048-726-8000

A1 -*退会 田中庚太

3/8/31

朝霞地区医師会

退会

A2B —*退会

退職 産婦 イイダサチオ 351-0023    朝霞市溝沼537— 1 医)社団昌静会 0^18-466-4103

048-466-4108飯田季雄

3/11/29

WSifeESCT 会

タダユウスケ 353-0001 志木市上宗岡5—14 一 50 医)社団武蔵野会 048-472-9211

-B 勤務先 多田祐輔

4/1/1

也前i会

入会

— AT

内:心内仆ウアキ|;口 351-0115 和光市新倉2-5-49 医)社団絆会 048・423・5966

048-423-5899皮

俘薙彰洋

4/1/1

卽露柚灰匿師会

シムラ7キヨシ 351-0106 医)社団す一やかわ̂5 048-260-6378

―A1 志村哲祥

4/3/31

朝霞地区医師会

353-0004 医)社団ナイズ 048-475-8517 神奈川県

A1―退会 野矢二樹 マIしイファミリー志太7階

4/3/31 ハヤシシンイ于 351-0102 独行法)国立病院機構 048-462-1101

  B -退会 林伸一 埼玉病院

4/3/31

@{$1胆 ggifi 会

退会

  B 。退会
退職 脳外 マエシ・7サタ‘ヒロ 351-0102 和光市識訪2—1 独行法)国立病院機構 048-462-!101

048-464-1138
前鳥貞裕

4/3/31

朝8地区医師会

クマウラシケート 352-0001 医)社団武蔵野会 048-474-7211

  B -退会 熊倉重人

4/3/31

朝霞地区医師会

352-0001 医)社a武蔵野会 048-474-フ211

B ~退会 徐東博

5
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年月日

M属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

4/3/31 ハキ‘ワラアキヨシ 352-〇〇CH 吾)社a武蔵野会 D4S-474-7211

B ―退会 秋原章嘉

4/3/31

卽霜他灰疾師会

352-0001 吾)社団武蔵野会 048-474-7211

  B ―退会 古市好宏

4/3/31

卽爲他灰疾師台

ヤノトシキ 352-0001 医)社団武蔵野会 048-474-7211

A2C -*退会 矢野駿輝

4/3/31

餌鶴油|^疾瓶余

352-0023 S)社団武蔵野会 048-48I-16H

  B 一退会 渡部光宏

4/4/1

朝&地区医師会

イシグカヨシオ 351-0022 048-465-1155

A1―B 会員区分変更 廃業B 石塚良雄

4/4/1 352-0023 医)社団武蔵野会 048-481-1611 法人名変
更

―A1 四條隆幸

4/4/1 352-0023 医)社団武蔵野会 048-481-1611 法人名変
更

 ―B 楢田正尚

4/4/1

郞爲伸灰疾師会

異動 シシ'ヨウヨシエ 352-0023 新座市堀ノ内3—14 一30 医)社団武蔵野会 048-481-1611 法人名変更

四條淑恵

4/4/1

朝3地区医師会

異動

:B
現住所変更 ツ切ーイクタロウ 352-0023 新座市堀ノ内3—14 —30 医)社団武蔵野会 048-481-1611

648-481-2665"
法人名変更

転居 塚田幾太郎

4/4/1 352-0023 医)社団武蔵野会 048-481-1611 法人名変
更

 ―B 中村正幸

4/4/1

朗爲他ぼ疼師会

異動

-* B

現住所変更

転居

ホシカワヒ如スー 352-0023    新座市堀ノ内3—14一 30 医)社団武蔵野会 048-481-1611

648-481-2665

法人名変
更

星川裕一 新座病院

4/3/23

苗加八茄荏師会

異動

AT

現住所変更 モリ3シヒロ 340-0022   草加市瀬崎1-9一 1 ....... 医)彩の森 048-926-2020

04S-926"2030"
腎内 4艮コリー十1階

4/3/25

苗加八前蒔師会

タキサ‘ワケイ 340-0052 048-943-8292

—A1 siM呈

4/4/1

K加八胃医師会

340-0014 048-922-6011

B 内藤し嗣

4/4/1 入会

二 A2B

カサイリュウイ于ロウ 340-0011 草加市栄町3-2-12
048-935-2304

048-935-2304
笠井龍一郎

1-9/12/-1A  H八 358-0008 入聞市河原町一26
04-2963-4716

―

20/7/3-1- -退会一 358-0008 04-2963-4716

e——

4/4/| 入会 358-0008 入間市河原町11 一26
04-2963-4716

-* A2B 林俊吉 林医院

4/3/31

餌能袖咳疾師台

357-0034 医)河井会 042-974-4171

A1―退会 河井敏幸

4/3/31

飾能他灰疾師含

退会

  B "退会
退職 357-0023 医)社団東飯会 042-975-2525

斎藤文信

4/3/31

飯能地区医師会

退会

  B ―退会
退職 アカマツトシタカ 357-0016 飯能市下加治137-2 医)靖和会 042-974-2311

042-974-2316
赤松智孝

4/4/1 タカ八タサトシ 357-OO1B 医)靖和会 042-974-2311

-4 B 高畑聡

4/4/1

餌能他灰疼師会

357-0034 医)河井会 042-974"4171

-* A1 河井敏宏

4/4/1

$£№1 也|会

入会

 ―B

眼

キムラ9ito 357-0023 飯能市岩沢283一5 医)社団東飯会 042-975-2525

042-975-2526
木村孝博

4/1/27 退会

A1 —退会

死亡 スス・キシ・ユンイチ 354-0017 富士見市針ケ谷2-8-7 医)社団慈瑛会 049-265-6472

049-265-6473
鈴木純一

4/1/28 入会

―A1

イイゾカヤスコ 354-0017    富士見市釘ケ谷2-8-7 医)社団慈瑛会 1 049-265-6472

649-265-6473
飯塚泰子

4/4/!

東入間医師会

異動

A2B - A1

会員区分変更 354-0015 冨士見市東みずほ台2-16-10 一医)社団正心会 049-255-2000

管理者交代

小

小木曽正隆
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年月日

所属医師会

4/4/1

東入間医師会
4/1/29

坂戸鶴ヶ島医師会
4/2/8

坂戸鶴ヶ島医師会
4/3/1

坂戸鶴ヶ島医師会
4/3/1

坂戸鶴ヶ島医師会

4/4/1

坂戸鶴ヶ島医師5
4/1/1

狭山市医師会
4/1/31

狭山市医師会

4/2/21

狭山市医師会
4/3/7

狭山市医師会
4/3/8

狭山市医師会
4/3/31

狭山市医師会
4/1/27

比企医師会

4/3/31

比企医師会

4/3/31

比企医師会

4/1/30

秩父郡市医師会
4/3/31

本庄市児玉郡医師会一
4/3/31

本庄市児玉郡医師会
4/3/31

深谷寄居医師会
4/3/31

深谷寄居医師会
4/4/|

深谷寄居医師会
4/1/31

南埼玉郡市医師会

変更区分

垂負葎鼾
異動

A1 A2B

退会

A1 退会

退会

退会

異動

  A1 ―B

異動

A1

入会

A1

入会

B

退会

A2B '-退会
退会

A2B ―退会

退会

  A1 退会
異動

B ― A1

退会

A2B'―退会
退会

  B 退会

退会

  B — 退会

退会

  B — 退会
退会

  B 一退会
退会

  B ~退会
退会

  B 一退会
退会

A2B ―退会

退会 一

A2C '一 退会
異動

  A1 一 A2B

4/2/16

南埼玉郡市医師会一
4/2/28

南埼玉郡市医師会

4/3/19

南埼玉郡市医師会

4/3/31

南埼玉郡市医師会一
4/4/1

南埼玉郡市医師会

退会

  A1 一退会

変更事由1

'変更事由2
会員区分変更

管理者交代

死亡

退職

施設異動

会員区分変更

その他の項目

退障

死亡

退職

会員区分変更

管理者交代

退職

死亡

退職

退職

死亡

退職

退職

退職

医師会の異勤

施設異動

会員区分変更

医師会の異勤

変更事由3

変更事由4

廃業

休業

異動

A2B B

退会

A2B ―退会

異動

A1

退会

  B 、退会
入会

A2B

会員区分変更

退職

施段所在地変更

住居表示

退職

変更事由5

変更車由6

現住所変更

診療科目

内 ：小

内；整外

リハ

内；消内

小

内；消内

循内:外

内：循内

麻
内

外
内

氏 名

オキ‘ソマ相ツ 354-0015

小木曽正勝

サカエタ‘トシロウ 350-0256

酒枝俊郎

サカエダカス’トシ 350-0256

酒枝和俊

モりタケンイチ

翻・ g二

350-2222

イワイアツヒロ 350-2227

岩井淳浩

ホンマヒロヒコ

'本MS®

350-2222

Sキク’チコウスケ 350-1307

滝口 祐

クスモトハルヒコ

楠本春彦

内

内：脳内

内：消内

 リ勺

内

内 ・小

皮

整外リハ

ヤラアキヒコ

屋良昭彦

ホンマヒロヒコ

本間S彦

フルヤトモツク

古谷友嗣

ハツセカス‘才

初瀬一夫

ヤナキ・サワクルミ

柳澤久留美

アキヤマユウシ・

秋山雄次

ヒラサワシ・ュン

平澤純

ムラタナヲ

村田ナヲ

才;)]ノヨシトモ

岡野良知

内 循内

研修

内 産婦

内

耳

外'消外

内：消内

・不・…・
内 小

ヒゲチセイイチ

樋口滑一

イツ・ツケンシ・

井筒憲司

カトウミサキ

加藤実咲

郵便番号

350-1306

350-1327

住

所

富士見市東みずほ台2— 16-1.Q.

坂戸市善能寺232-1

坂戸市善能寺232— 1

鶴ヶ島市下新田17 — 4

埼玉県鶴ケ島市新町2 —23_3

鶴ヶ島市下新田17—4

狭山市祇園25—1

第一は車ビル3階一
狭山市富士見2-19-35

狭山市笹井2574-1

350-1320

350-1320

350-1320

355-0321

355-0321

355-0005

369-1304

367-00S3

367-0063

336-0018

366-0052

コマッシンイチ

小・松・・禅・ー
VT八ナルオ

'姦S成兵
ササキキョウコ

is 木々恭子
カンサ‘キヒロシ

神崎 ’一’’ーー
サカタトオル

s田亨

内 消A

ミツシマシンコ

・光嶋紳吾
ミナトナオキ

369-1201

349-0128

狭山市広瀬東3-14一3

医 療

機 間

一医)社団正心会

おぎそ小児科医院
一医)善慈会

善能寺クリニック

一医)善慈会

善能寺クリニック

医)龍仁会

一本松診療所

医)C会

染井クリニック

一本松クリニック

医)あんず会

否クリニック

一般社団法人

一巨樹の会狭山中央病院
一医)社団昭亜会

屋良医院

医)社団グロリア会

前田病院

狭山市広瀬東3-14-3

狭山市広瀬東3-14-3

比企郡小川町小川471-1

比企郡小川町大字小川1525

東松山市大字松山1496

秩父郡長瀞町本野上622-又,

本庄市下野堂1-13-27.

本庄市下野堂1-13-27

さいたま市南区南本町2-1-1.?-1.叩.

深谷市上柴町西5-8-1

大里郡寄居町用土2225-4

349-0111

346-0003

349-1128

346-0016

349-0135

   蓬田市山ノ内2—41

グッドタイムリビング埼玉蓮田一

医)社団グロリア会

前田病院

医)社団グロリア会

前田病院

医)三幸会

’さつ§内科クりニック

小川赤十字病院

医)社団シヤローム

シャローム病院

村田医院

医)柏成会

青木病院

医)柏成会

>木病院

深谷赤十字病院

用土医院

蓮田市東6 — 3一8

久甚市久喜中央2 — 2 — 28..

久暮市伊坂南1一12一17

久嘉市.込募惠:1.一2—.5

  車山ビル3F-^

蓮田市井沼986 — 3.

医)社団三世会

連田南クリニック

医)社団桃李会

後ゲ木耳鼻咽喉科眼科
 医）

姑昇病院

さかた内科クリニック

医)社団爽緑会

ふたば在宅クリニック

医)響友会

みなと内科医院

日本医師会用
電話番号

FAX番号

049-255-2000

049-255-3828

049-卽9”5588

049-239-5703

049-289-5588

049-289-5703

049-287-1220

049-287-3415

D49-285-8974

'050-3033-'
049-287-1220

049-287-1225

04-2935-3882

04-2937-7056

04-2959-7111

04-2959-7U5

04-2955-6411

04-2955・6431

傭考

FA：<番号

04-2953-5522

64-'2952-9206

04-2953-5522

04-2952-9206

04-2953-5522

04-2952-9266
0493-71-6050

0493-71-6052

0493-72-2333

0493-72-2755

0493-25-2979

0493-25-2723

0494-66-0011

0494-66-0011

0495-24-3005

0495-24-3007'

0495-24-3005

0495-24・3007

048-571-15 リ

〇48''573-5351

048-579-1555

048-579-1556

048-812-8502

048-812-8503

048-769-2251

048-769-0003

0480-21-0070

0480-23-5338

0480-55-2390

0486-55-2391

0480・44-9178

D4S0-44-9179

048-766-3710

048-766-5112
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     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令41” -一令仏6 令和4年4月1日報告N。.6 日本医師会用一
年月日 変更区分

A呂碑郁

変更事由1 変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

4/2/1
S)道心会

坂田公正

4/3/1
S)社団古香堂

永松仁

4/3/1 入会
復本澄江

4/3/14 異動 その他の項目 八セカ’ワコウイ子 343-0831   絨谷市伊原1 一4一52 ...
048-961-8122

整外脳外畏谷!11浩一

4/3/31 退会

  5 -*退会

退輯 343-0807   越谷市赤山町1一114一1 .. 一医)徳真会
048-965-5016

中島真澄

4/5/1 異動 施設所在地変更

移転

343-0806
048-969-2500

会田邦晴

4/2/28 退会

  B -*退会

医師会の異動 344-0067 医)社団婿泉会
048-734-1766

蒔井違也

4/3/1
医)社団婿泉会

楢松雅裕

4/3/1
344-0123 春日部市永沼2230— ・！ —医）

048-746-6400
移転 舘浦慎

4/3/31 退会 医師会の異勤 344-0063 医)財団明理会
043-738-1559

兼松龍太郎

4/3/31 退会

  c -*退会

医師会の異動 ミタシュウヘイ 344-0063    春日部市緑町5 — 9 一4 医)財団明埋会

春日部中央総合病院 048-738-1559
三田周平

4/4/1

循内；外

4/4/1 異動 会員区分変更 339-0067   さいたま市岩槻区西町1一5 —31 ......

滝未久夫

4/2/19
医)社団彩擾会

A1 ―・退会 整外眼 秋谷昭治

4/2/20 異動
医)社団彩優会

¢通®女代 糸川運男

4/3/31 退会 その他 340-0115 医)社団彩優会
04BO-44-0883

秋谷典裕

4/3/31 退会 その他
340-0115 医)社団彩優会

0480-44-0883
秋谷孝子

4/4/|
医)社団彩優会

石川広明

  1 4/3/31 退会 匿師会の異軌 オノトシアキ 341-8550   =郷市新三郷らら・ンティ3-1-1   一医)社団一葉as ...
ららぽ一と新三郷内科・小児科 048-950-1061

小野敏明 ららぽ一と新-棚2階21800

4/2/1 異勤

転居 佐伯俊昭

4/4/1 入会
350-0495

049-294-8222
丸山敬

4/4/1 入会
350-1298

042-984-0432
間雅文

4/4/1 入会
350-1298

042-984-0432
吉武明弘

4/4/1 異動 その他の項目 350-1298
042-984-0432

先

管澤正

4/3/31 退会 退職 〃ヤマシゲ7キ 359-8513    所沢市並木3-2
04-2995-0633

野々山恵章

4/3/31

防衛医科大学校医師会

異勤

  B

その他の項目 359-8513
04-2995-0633 .先

館谷裕生

8
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登坂常任





 

 

 

 

 

 

日時：令和 4年 3月 3日（木）18:00～19:50 

場所：ＷＥＢ（Zoom ウェビナー） 

    【配信場所 1 階大会議室】 

 

                         司会：埼玉県医師会理事 飯嶋 淳滋 

 

１．開 会 

 

 

２．挨 拶  埼玉県医師会副会長 水谷 元雄 

 

 

３．セミナー                座長：埼玉県医師会常任理事 小室 保尚 

 

Ⅰ 医療情報セキュリティの基礎                  （18:10～18:55） 

講師：京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 教授  黒田 知宏 先生 

 

 

Ⅱ 実例に基づくセキュリティ対策                 （18:55～19:40） 

講師：リコージャパン㈱ 埼玉支社 

    事業戦略部 プロモーショングループ  

                 シニアアドバイザー  高橋 圭二 氏 

 

 

４.閉 会  埼玉県医師会常任理事 小室 保尚 

 

 

 

※日本医師会生涯教育講座（1単位、CC；9.医療情報、0.その他） 

令和３年度 埼玉県医師会情報システム委員会ＷＥＢセミナー 

情報セキュリティ対策 

 

小室常任 飯嶋理事


